
- 1 -

第０章 会社のしくみと簿記会計

１ 営業主体としての会社
民法上の組合 組合式運営も可能：

組合企業 有限責任事業組合( ) 意思決定や利益配分個人企業 LLP
匿名組合 の方法を定款で自由

共同企業 に定められる。

権利能力なき社団

社団企業 会社 合名会社

ＮＰＯ法人 合資会社 持分会社

一般社団法人 合同会社( )LLC
株式会社

は、株式会社

多数の出資者から巨額の資本を集めて

大規模かつ長期的に事業を行うことを 多数の出資者が

本来の目的としている。 参加しやすいしくみ

２ 株式会社と株主

（１）株式会社のしくみ

＜ ( )＞ ＜ ＞株式 間接有限責任share
株式会社の所有者としての 株主の責任は、その有する株式の

。（ ）社員たる地位が、 引受価額を限度とする 会社104

細分化された均一的な割合的単位 →引受額までの出資義務を負うのみ

として構成されたもの 会社債権者に対し直接責任はない

株主平等の原則

株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、

平等に取り扱わなければならない （会社 ①）。 109
○○○○○○○○○○○○○

(株式譲渡自由の原則) (１株１議決権の原則)人人人人人人人人人人人人人
株 主

出資 経営の委任

事業経営
会社資本 経営者

資本制度（ ） 機関の分化（ ）資本充実・維持の原則 所有と経営の分離

・会社財産の適正な評価 ・多数の株主から委託を受けた

→計算制度等の整備 専門経営者による機動的な運用

・会社財産の維持＝債権者保護 ・株主総会、取締役等による機能や

→剰余金の分配制限（会458） 権限の分化と相互のチェック、

→厳格な資本金減少手続 監査役等によるそれらの監視

（会447､309②９）
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（２）株式会社の機関設計（例）

株主総会

選任 選任、会社の基本事項の決定

取締役会
職務執行を監査

選任、業務に関する意思決定監査役
「業務監査」
「会計監査」 …業務執行、会社の代表代表取締役

（３）株主( )の権利と義務shareholder
剰余金配当請求権①

自益権…会社から経済的
権利 ② 利益を得る権利残余財産分配請求権

株主 ③株主総会における議決権 共益権…会社の管理運営
に参加する権利

義務 株式の引き受け価格を限度とする出資義務( )104
間接有限責任※債権者に対し直接の義務なし→

債権者は経営者個人や出資者に対し直接の責任追及できない

× ×
責任追及

債権者 経営者 出資者株式会社

(債務者)

（３）株主総会の役割と権限

＜ とは＞株主総会

、株式会社の実質的所有者である株主によって構成される機関であり

株式会社の組織・運営・管理その他の株式会社に関する一切の事項に

意思決定の最高機関ついて決議することができる株式会社における

(会295①)

会社の基礎、営業の 定款の変更、資本金の減少 特別決議または 取締役会
基本に関わる事項 会社の解散･合併･事業譲渡 特殊決議 設置会社

では、
株主の重要な利益 計算書類の承認 会社法・

に関する事項 剰余金の配当 普通決議 定款記載
の基本的

機関の選任・解任 役員･会計監査人･清算人 ※監査役の解任 事項に限
に関する事項 の選任・解任 については、 られる。

特別決議
役員の専横の危険 役員の報酬の決定

が大きな事項

（４）株主への利益還元

金銭による配当

株主への利益還元 剰余金を資本に組み入れ新株を発行

株式の分割 単純に現１株を整数倍に分割



- 3 -

●剰余金の配当（※中間配当も可能）

( )会社は その株主 自己株式を除く に剰余金の配当をすることができる 543、 （ ）

分配可能額＝①剰余金の額

＋②臨時計算書類の期間利益の額＋当該期問中の自己株式処分額

.－③自己株式の帳簿価格

－④最終事業年度末後の自己株式処分額

－⑤臨時計算書類の期間の損失の額

－⑥法務省令で定める額

剰余金の額＝①最終事業年度末の資産の額

＋②最終事業年度末の自己株式の帳簿価格

－③最終事業年度末の負債の額

－④最終事業年度末の資本金及び準備金の額

－⑤最終事業年度末の法務省令で定める額

＋⑥最終事業年度末後に処分した自己株式の額－帳簿価額

( )＋⑦最終事業年度末後の資本金の減少額 準備金とした場合は除く

( )＋⑧最終事業年度末後の準備金の減少額 資本金とした場合は除く

－⑨最終事業年度末後に自己株式を消却した場合のその帳簿価額

－⑩最終事業年度末後に剰余金の分配をした場合のその額

－⑪法務省令で定める額

（５）資本勘定の変動
資本金

準備金の 資本金の
減少 (448) 減少 (447)準備金

資本準備金
資本金の
増加 (450) 利益準備金

準備金の 準備金
増加 (451) の減少剰余金

(448)
その他の資本剰余金

その他の利益剰余金
剰余金
の処分 任意積立金
(452)

当期純利益(452)
剰余金の

（ ）繰越損失 配当等 分配
(459～465)

自己株式株主への配当
(454～458) 有償取得
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４ 会社の計算

（１）会社の計算とは

… の営業上の財産および損益の状況を明らかにする書類→作成義務商業帳簿 商人

（ 、 ）商19② 会社432①
会計帳簿・貸借対照表

取締役の恣意・不正の防止計算書類
↓

事業報告 の財産の確保 →作成義務(会社435②)株式会社
↓

株主および会社債権者の利益の確保附属明細書

（２）企業会計原則：一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行（会計慣習の要約）

会計諸則 …計算規則(会社法)、財務諸表等規則(金商法)

損益計算書原則
会計原則 … 一般原則 注解企業会計原則

貸借対照表原則

会計公準 …企業実体の公準、継続企業の公準、貨幣的評価の公準

（３）計算書類と財務諸表（ ）financial statements
計算書類等（会社法） 財務諸表（金商法）

計 ① 貸借対照表 ① 貸借対照表

算 ② 損益計算書 ② 損益計算書

書 ③ キャッシュフロー計算書

類 ③ 株主資本等変動計算書 ④ 株主資本等変動計算書

④ 個別注記表

⑤ 事業報告

⑥ ①～⑤の附属明細書 ⑤ 財務諸表の附属明細書

（４）計算書類等の作成手順

取 締 役 でも可 などWeb 官 報

執 行 役

会計参与 貸借対照表

大会社は

作成(374①) 監査役 損益計算書も 資 産 負 債

(436①②) 監査役会

監査 会計監査人 公告計算書類

承認 取締役会 (440) 純資産事業報告

(436③)附属明細書

提出 提供、報告

(438) □□□本支店□□□

定時株主総会 承認 □□□ □□□

据置き

株主・投資家の閲覧（会社442）



- 5 -

（５）財務諸表の内容と体系

損 益 計 算 書
△年△月△日から
○年○月○日まで

売 上 高売 上 高
－）売上原価

売上原価 (粗利益)売 上 総 利 益 売上総利益

－）販売費・管理費

販管費 営業外営 業 利 益 営業利益

＋）営業外収益 収益

－）営業外費用

営業外 特別経 常 利 益 経常利益

＋）特別利益 費用 利益

－）特別損失

税前利益税引前当期純利益 特損

－）法人税等

当期純利益当 期 純 利 益 税

貸 借 対 照 表
○年○月○日現在

現金預金
受取手形 支払手形当座資産

流動負債売掛金 買掛金
有価証券 負債流動資産

（ ）短期借入金 他人資本
商品棚卸資産

固定負債長期借入金
社債

設備機械
建物 資本金
土地 資本準備金固定資産
特許権等 利益準備金 純資産

（ ）投資有価証券 任意積立金 自己資本
繰越利益剰余金
自己株式
評価・換算差額繰延資産
新株予約権

創立費、開業費、開発費

株式交付費、社債発行費 ※簿記２級では繰延資産とせず

すべて、利益としてあつかう
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株主資本等変動計算書

（前期Ｂ／Ｓ）

資本金

資本準備金

利益準備金

任意積立金

繰越利益剰余金

自己株式

評価・換算差額

新株予約権

資 資 利 任 繰 自 評 新 純
本 本 益 意 越 己 価 株 資株主資本等変動計算書
金 準 準 積 利 株 ・ 予 産

△年△月△日から 備 備 立 益 式 換 約 合
金 金 金 剰 算 権 計

○年○月○日まで 余 差
金 額

前期末純資産合計

＋）新株の発行

±）任意積立金

－）剰余金の配当

＋）利益準備金積立

＋）当期純利益

－）自己株式取得

±）評価換算差額等

当期末純資産合計

（当期Ｂ／Ｓ）

（当期Ｐ／Ｌ）

資本金

営 業 利 益 資本準備金

±）営業外損益 利益準備金

経 常 利 益 任意積立金

±）特別損益 繰越利益剰余金

税引前未処分利益 自己株式

法 人 税 等 評価・換算差額

当 期 純 利 益 新株予約権



- 7 -

(直接法) (間接法)キャッシュフロー計算書 キャッシュフロー計算書
△年△月△日から○年○月○日まで △年△月△日から○年○月○日まで

＋）営業収入 税引前当期純利益

－）営業支出 ＋）支出ではない費用

小 計 －）営業活動以外の収益

＋）利息・配当金の受取 ＋）営業活動以外の費用

－）利息の支払 ＋）損害賠償損失

－）損害賠償額 －）売上債権の増加

－）法人税等の支払 ＋）売上債権の減少

営業キャッシュフロー －）仕入債務の減少

＋）仕入債務の増加

－）投 資（資産取得）の支出 小 計

＋）投資回収（資産売却）の収入

投資キャッシュフロー

＋）借入・株式発行

－）返済・利息・配当金支払い ＋）営業収入

財務キャッシュフロー －）営業支出

営業キャッシュフロー（元手）

現金及び現金等価物の増加額 －）投資キャッシュフロー（支出）

＋）現金及び現金等価物の期首残高 ±）財務キャッシュフロー（調整）

現金及び現金等価物の期末残高 キャッシュフロー増減

※簿記２級では、キャッシュフロー計算書は扱いません。

●財務４表の関連

ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ

計算書

間接法

前期貸借対照表 当期 当期貸借対照表

損益計算書

株主資本等

変動計算書
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５ 株式会社の設立

●株式会社の設立手続
（ ）発起人による定款作成 …全員の署名 記名押印

公証人による定款認証
＜ ＞ ＜ ＞発起設立 募集設立

発起人による株式全部の引受 発起人による一部株式の引受

株式の募集→申込→割当

株式発行価格全額の払い込み 株式発行価格全額の払い込み

役員等の選任 創立総会（役員等の選任等）

検査役による変態設立事項の検査

社団としての実体形成

設立登記 会社の設立…

●払込金額の資本金への組み込み

・原則：払込金額の全額を資本金とする

・例外：払込金額の２分の１までは、資本金としなくてもよい →資本準備金

６ 事業の買収と合併

●事業譲受 … 資産買収、営業譲渡

負債 負債￥ ￥

譲渡資産 譲渡債務 純資産

純資産

￥→
負債

負債￥
譲受資産

譲受債務

資産 純資産 既存資産 純資産

●買収合併（金銭買収）… 株式買収＋合併

（株主） ▲▲▲▲ ◆◆◆◆ ▲▲▲▲ ◆◆◆◆

（会社） Ａ Ｂ ￥￥￥￥→
Ｂ

●吸収合併（株式発行）… 株式交換＋合併

（株主） ▲▲▲▲ ◆◆◆◆ ▲▲▲▲ ◆◆◆◆

→（会社） Ａ Ｂ
Ｂ

●新設合併 …許認可等の再申請が必要なのであまり使われない

（株主） ▲▲▲▲ ◆◆◆◆ ▲▲▲▲ ◆◆◆◆

（会社） Ａ Ｂ Ｃ→
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（１）株式会社の純資産
１ 純資産の取扱い

（１）個人商店会計の純資産

・オーナーたる店主の正味の財産は、すべての純資産の範囲

・店主の債権者への責任は直接無限責任

→ 商店の財産の範囲を超えても人としてすべての責任を負う

→ 出資分と利益分を区別する必要なし → すべての純資産＝資本金

（２）株式会社会計の純資産

・オーナーたる株主の正味の財産は、個人商店と同じくすべての純資産の範囲

・株主の債権者への責任は間接有限責任

→ 出資した財産の範囲内でのみ責任を負う

→ 出資分と利益分を区別する必要性

・債権者保護のための会社財産の維持

→ 剰余金の分配制限や資本金減少手続の厳格化

→ さらに詳細な純資産の区分と管理

２ 株式会社の純資産の区分

Ⅰ 資本金 … 株主から払込または給付された財産の金額

出

資 Ⅱ 資本剰余金 資本準備金 株式払込剰余金など

分

その他の 減資差益（資本金および資本準備金減少差益）

資本剰余金 自己株式処分差益 など

Ⅲ 利益剰余金 利益準備金

利

益 その他の 任意積立金（新築積立金、別途積立金など）

分 利益剰余金 繰越利益剰余金

準備金 …将来見込まれる多額の支出や損失の発生に備えて、

貸借対照表の純資産の部に積み立てる金額のこと。

法定準備金 会社 ④ 資本準備金（ ）445
利益準備金

任意準備金…任意積立金 特定目的の積立金 新築積立金

配当平均積立金など

不特定目的積立金…別途積立金
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（２）株式会社の純資産
３ 株式の発行

（１）原則処理（会社 ①）445
、 、 。資本金の額は 原則として 株主となるものが払込または給付した財産の額とする

（当 座 預 金）10,000,000 （資 本 金）10,000,000

（２）例外処理（会社 ②③）…実務的な原則処理445
払込または給付に係る額の２分の１を超えない額は、資本金として計上しないこと

ができる。資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなけれ

ばならない。

（当 座 預 金）10,000,000 （資 本 金） 5,000,000

（資 本 準 備 金） 5,000,000

※資本準備金の代わりに株式払込剰余金を使用することもある。

４ 株式申込証拠金（新株発行のプロセス）

（１）募集株式の申込を受け、全額の申込証拠金を受入れ、別段預金とした。

（別 段 預 金）10,000,000 （株式申込証拠金）10,000,000

（２）募集株式の申込証拠金を資本金に振替え、同時に別段預金を当座預金とした。

なお、払込金額のうち、会社法に定める最低限度額を資本金に計上する。

（株式申込証拠金）10,000,000 （資 本 金） 5,000,000

（資 本 準 備 金） 5,000,000

（当 座 預 金）10,000,000 （別 段 預 金）10,000,000

５ 合併（吸収合併）における資本準備金の計上

譲り受ける資産および負債を時価により記帳する。

消滅会社の株主には、株式を発行するが、この場合もその２分の１を超えない額

について、資本金として計上せず、資本準備金にとどめられる。

（例）次のような財政状態の企業を吸収合併し、同社の株主に対し１株あたり\1,000

の株式を1,000株発行したが、資本金への計上は会社法の最低限度額とした。

貸借対照表

諸資産 1,400,000 諸負債 400,000 諸資産時価 \1,500,000

資本金 1,000,000 諸負債時価 \ 500,000

1,400,000 1,400,000

（諸 資 産） 1,500,000 （諸 負 債） 500,000

（資 本 金） 500,000

（資 本 準 備 金） 500,000
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（３）株式会社の純資産
６ 利益処分

（１）当期純利益の計上（未処分利益）

（損 益） 1,000,000 （繰越利益剰余金） 1,000,000

（２）剰余金の配当、準備金の積立、任意積立金の積立

（繰越利益剰余金） 520,000 （未 払 配 当 金） 200,000

（利 益 準 備 金） 20,000

（別 途 積 立 金） 300,000

※剰余金の配当をする場合には、その配当により減少する剰余金の額の

10分の１の額を準備金として計上しなければならない （会社 ④）。 445
ただし、準備金の金額が資本金の４分の１に達するまで（会社法計算規則 ）22

７ 損失処理

（１）当期純損失の計上（未処理損失）

（繰越利益剰余金） 1,000,000 （損 益） 1,000,000

（２）積立金の取崩し

（別 途 積 立 金） 1,000,000 （繰越利益剰余金） 1,000,000

８ 純資産項目の振替え

（１）増資目的の振替え

法定準備金、その他剰余金 → 資本金

（利 益 準 備 金） 6,000,000 （資 本 金）10,000,000

（別 途 積 立 金） 4,000,000

（２）減資目的の振替え

資本金 → 資本準備金、資本剰余金

（資 本 金） 1,000,000 (その他資本剰余金) 1,000,000

（３）配当目的の振替え

資本金、資本準備金 → 資本剰余金

（資 本 準 備 金） 1,000,000 (その他資本剰余金) 1,000,000

（４）欠損補填のための振替え

資本剰余金、利益剰余金の取崩し

（利 益 準 備 金） 6,000,000 （繰越利益剰余金）10,000,000

(その他資本剰余金) 4,000,000
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（４）株式会社の純資産
９ 事業譲受（買収）

譲り受ける資産および負債を時価により記帳する。

、（ ） 、 。対価が 資産－負債 を上回る場合は 超過額を｢のれん｣(資産)として計上する

（例）次のような財政状態の企業を で買収し、手数料 とともに、¥1,000,000 ¥200,000
小切手を振り出して支払った。

貸借対照表

諸資産 1,400,000 諸負債 400,000 諸資産時価 \1,500,000

資本金 1,000,000 諸負債時価 \ 400,000

1,400,000 1,400,000

（諸 資 産） 1,500,000 （諸 負 債） 400,000

（の れ ん） 100,000 （当 座 預 金） 1,200,000

10 合併（吸収合併）

譲り受ける資産および負債を時価により記帳する。

、（ ） 、 。対価が 資産－負債 を上回る場合は 超過額を｢のれん｣(資産)として計上する

対価には、新株株式の発行分のみならず、諸費用の支出額などを含む。

（例）次のような財政状態の企業を吸収合併し、同社の株主に対し１株あたり\1,000

の株式を1,000株発行した。合併手続の手数料\200,000は、小切手を振り出して

支払った。

貸借対照表

諸資産 1,400,000 諸負債 400,000 諸資産時価 \1,500,000

資本金 1,000,000 諸負債時価 \ 400,000

1,400,000 1,400,000

（諸 資 産） 1,500,000 （諸 負 債） 400,000

（の れ ん） 100,000 （資 本 金） 1,000,000

（当 座 預 金） 200,000

11 のれん（営業権）の償却

、 、 。買収や合併において のれんが発生したときは 決算において 年以内に償却する20
（の れ ん 償 却） 5,000 （の れ ん） 5,000

12 負ののれん発生益

対価が （資産－負債）よりも小さい場合は、過小分を｢負ののれん発生益｣(収益)、

として計上する。

（諸 資 産） 1,700,000 （諸 負 債） 400,000

（資 本 金） 1,000,000

（当 座 預 金） 200,000

（負ののれん発生益） 100,000

※負ののれん発生益は、収益勘定なので、決算時の償却処理はない。
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（１）商品勘定の処理
Ⅰ 商品売買処理の比較

＜設例＞

100 @¥10（１）期首商品 個

（２）商品 個 を掛で購入600 @¥10
（３）商品 個 を掛で売上500 @¥15
（４）本日決算（決算整理）

１．分記法

商品を仕入 → 原価を商品勘定の借方に記入する。

商品を販売 → 原価を商品勘定の貸方に記入し、

原価と売価の差額を商品販売益勘定の貸方に記入する。

（１）仕訳なし

（２） （商 品） 6,000 （買 掛 金） 6,000

（３） （売 掛 金） 7,500 （商 品） 5,000

（商 品 販 売 益） 2,500 …(粗)利益確定

（４）仕訳なし

２．総記法

商品を仕入 → 原価を商品勘定の借方に記入する。

商品を売上 → 売価を商品勘定の貸方に記入する。

（１）仕訳なし

（２） （商 品） 6,000 （買 掛 金） 6,000

（３） （売 掛 金） 7,500 （商 品） 7,500

（４） （商 品） 2,500 （商 品 販 売 益） 2,500 …(粗)利益確定

３．３分割法（３分法）

商品を仕入 → 原価を仕入勘定の借方に記入する。

商品を販売 → 売価を売上勘定の貸方に記入する。

（１）仕訳なし

（２） （仕 入） 6,000 （買 掛 金） 6,000

（３） （売 掛 金） 7,500 （売 上） 7,500

（４） （仕 入） 1,000 （繰 越 商 品） 1,000

（繰 越 商 品） 2,000 （仕 入） 2,000 …(粗)利益確定

４．売上原価対立法（販売のつど売上原価勘定に振り替える方法）

商品を仕入 → 原価を商品勘定の借方に記入する。

商品を販売 → 売価を売上勘定の貸方に記入し、

原価を商品勘定から売上原価勘定に振り替える。

（１）仕訳なし

（２） （商 品） 6,000 （買 掛 金） 6,000

（３） （売 掛 金） 7,500 （売 上） 7,500

（売 上 原 価） 5,000 （商 品） 5,000 …(粗)利益確定

（４）仕訳なし
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（２）商品勘定の処理
Ⅱ 払い出し原価の計算と棚卸

１．払出原価の計算

（１）先入先出法（買入順法）

先に仕入れた単価の商品から、払出（販売）したと考えて記帳する。

（２）後入先出法（買入逆法）

後で仕入れた単価の商品から、払出（販売）したと考えて記帳する。

（３）移動平均法

残高の単価と異なる商品を仕入れたつど、平均単価を計算する。

金額残高 ＋ 仕入金額
平均単価＝――――――――――――

数量残高 ＋ 仕入数量

（４）総平均法

月末（期末）で一括して、平均単価を計算する。

前月繰越金額 ＋ 当月総仕入金額
平均単価＝―――――――――――――――――

前月繰越数量 ＋ 当月総仕入数量

２．棚卸減耗費（棚卸減耗損)と商品評価損

商品棚卸高

∥

商品価格 ▲商品評価損＝(実際価格－帳簿価格）×実地棚卸高

×

在庫数量 ▲棚卸減耗費＝ 帳簿価格×(実地棚卸高－帳簿棚卸高）

実際価格 期末商品実地棚卸高

▲商品評価損

帳簿価格

工業簿記その他と

期末商品帳簿棚卸高 ▲棚卸減耗費 共通で利用できる

図に変更します。

帳簿棚卸高 実地棚卸高

（１）棚卸減耗費（棚卸減耗損)、商品評価損の計上

（棚 卸 減 耗 損） ××× （繰 越 商 品） ×××

（商 品 評 価 損） ××× （繰 越 商 品） ×××

（２）売上原価への参入

（仕 入） ××× （棚 卸 減 耗 損） ×××

（仕 入） ××× （商 品 評 価 損） ×××

Ⅲ 商品売買の計上時期

出庫基準 売上の認識時期
出荷基準

発送基準

引渡基準 認識…｢い つ ｣したのか？

引取基準 測定…｢いくら｣したのか？

仕入の認識時期 検収基準
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（３）商品勘定の処理
…３分法での記帳方法Ⅳ 商品売買代金の控除

１．値引、返品

【買手側】 【売手側】

（１）仕入または販売

（仕 入）×××（買 掛 金）××× （売 掛 金）×××（売 上）×××

（２）値引、返品

（買 掛 金） ×（仕 入） × （売 上） ×（売 掛 金） ×

（３）決済時

（買 掛 金） ××（現 金） ×× （現 金） ××（売 掛 金） ××

２．割戻し…代金決済時に（大量購入の対価等として）代金を減額

【買手側】 【売手側】

（１）仕入または販売

（仕 入）×××（買 掛 金）××× （売 掛 金）×××（売 上）×××

（２）割戻し決済

（買 掛 金）×××（仕 入） × （売 上） ×（売 掛 金）×××

（現 金） ×× （現 金） ××

３．割引…早期の代金決済時に、利息分だけ支払を減額

、 （ ） （ ） 。金利の性質を有するから 営業外収益 買手側 または営業外費用 売手側 となる

【買手側】 【売手側】

（１）仕入または販売

（仕 入）×××（買 掛 金）××× （売 掛 金）×××（売 上）×××

（２）割引決済時

（買 掛 金）×××（現 金） ×× （現 金） ××（売 掛 金）×××

（仕入割引） × （売上割引） ×

売上原価対立法における値引、返品

【買手側】 【売手側】

（１）仕入または販売

（商 品）×××（買 掛 金）××× （売 掛 金）×××（売 上）×××

（売上原価） ××（商 品） ××

（２）値引

（買 掛 金） ×（商 品） × （売 上） ×（売 掛 金） ×

（３）返品

（買 掛 金） ×（商 品） × （売 上） ×（売 掛 金） ×

（商 品） ×（売上原価） ×
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（４）商品勘定の処理
… ３級へ移行Ⅴ クレジットカード

１ クレジットカード

加盟店契約
ｸﾚｼﾞｯﾄ会社 加盟店
(信販会社) ⑥代金立替払い (販売会社)

手数料が差し引かれる
① ② ⑦ ⑤ ④ ③
カ カ 代 商 売 カ
｜ ｜ 金 品 買 ｜
ド ド 支 引 契 ド
利 発 払 渡 約 提
用 行 い し 示
契
約 顧 客

消費者
立替払契約 (会員)

（１）代金回収時に手数料を認識する場合

販売時 （クレジット売掛金）××× （売 上）×××

回収時 （当 座 預 金） ×× （クレジット売掛金）×××

（支 払 手 数 料） ×

（２）販売時に手数料を認識する場合

販売時 （クレジット売掛金） ×× （売 上）×××

（支 払 手 数 料） ×

回収時 （当 座 預 金） ×× （クレジット売掛金） ××

Ⅵ 役務収益・役務費用
役務＝サービス

給料などの諸費用 → 仕掛品（資産） → 役務原価（費用）

対応

役務収益（収益）

100,000 100,000①サービス受注、全額前受 （現 金） （前 受 金）

80,000 40,000②サービス提供の準備 （仕 掛 品） （給 料）

25,000（旅費交通費）

15,000（消 耗 品費）

50 50,000 50,000③サービス ％提供 （前 受 金） （役務 収 益）

40,000 40,000④決 算 （役務 原 価） （仕 掛 品）

50,000 50,000⑤サービス提供完了 （前 受 金） （役務 収 益）

40,000 40,000サービス原価計上 （役務 原 価） （仕 掛 品）
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（１）手形・債権譲渡・債務保証・電子記録債権

１ 手形の基本（３級の復習）

約 束 手 形

支払期日：○○年××月△△日

分田来代 殿 支 払 地：大酒府八百市

支払場所：ＵＳＯ銀行八百支店￥１，０００，０００※

上記の金額をあなた又はあなたの指図人へ

この約束手形と引き替えにお支払いします 大酒市…

金持○○年△月××日 金持輝蔵

（他人振出の）約束手形を受け取った （ ）××× （売 上）×××受取手形

受取った手形を他店に回した(裏書譲渡)（仕 入）××× （受取手形）×××

約束手形を振り出した （仕 入）××× （ ）×××支払手形

自分が振出した約束手形を受け取った （支払手形）××× （売 上）×××

（１）手形の発生と消滅

他人振出の約束手形を受け取った 約束手形を振り出した

受取手形 ×× 売 上 ×× 仕 入 ×× 支払手形 ××

受取手形が償還され、代金が振込まれた 支払手形が償還され、代金が引落された

当座預金 ×× 受取手形 ×× 支払手形 ×× 当座預金 ××

（２）手形の裏書譲渡（約束手形） … ３級から移行

③商品 ①商品
受 裏 振
取 書 出
人 人 人

④手形の裏書譲渡 ②手形

受取手形xxx 売 上xxx 仕 入xxx 支払手形xxx

受取手形xxx 売 上xxx 仕 入xxx 受取手形xxx

当座預金xxx 受取手形xxx 支払手形xxx 当座預金xxx

（３）手形の割引（手形の売却、または、現金と引替えの譲渡） … ３級から移行

、 。手持ちの手形を取引銀行で割り引き 手数料を差し引かれた手取金を当座預金とした

（当 座 預 金） ××× （受取手形）××××

（手形売却損） ×
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（２）手形・債権譲渡・債務保証・電子記録債権

２ 手形の不渡りと対応

…振出人の当座預金の不足で、支払銀行が引き落としできない場合手形の不渡
（小切手も同じ）

６ヶ月以内に２回

…２年間、手形交換所に加盟している全ての銀行での銀行取引停止処分

当座勘定取引と貸出の取引を禁止する処分
↓

回収のための 実際の営業活動はほとんど不可能（事実上の倒産）

権利の確定

①証拠調べは、書証のみ

②尋問は、当事者への文書の成立と手形の呈示に関してのみ

③原則として、 回の期日で結審手形訴訟 1
④反訴の提起は認められない。

※権利の ⑤原則、判決には無担保の仮執行宣言付与→直ちに強制執行できる

迅速な実現 ⑥異議申立て(２週間以内)はできるが、控訴は認められない。

（１）手持ちの手形￥300,000が不渡りとなった。

（不 渡 手 形） 300,000 （受 取 手 形） 300,000

（２）不渡り手形の償還請求のため、諸費用￥5,000を現金で支払った。 …手形訴訟

（不 渡 手 形） 5,000 （現 金） 5,000

通常は上記（１ （２）を一体として処理する （連絡受けたら、すぐ訴訟）） 。

（不 渡 手 形） 305,000 （受 取 手 形） 300,000

（現 金） 5,000

（３）不渡手形代金￥305,000を貸倒れとして処理した。

（貸 倒 損 失） 305,000 （不 渡 手 形） 305,000

（４）不渡手形代金￥305,000および遅延利息￥500を現金で回収した。

（現 金） 305,500 （不 渡 手 形） 305,000

（受 取 利 息） 500

（５）割引手形の不渡…買戻しの特約による買戻し処理

かつて銀行で割り引いてもらった手形￥300,000が不渡りとなった。

（不 渡 手 形）300,000 （当 座 預 金） 300,000 …全額処理

（６）裏書手形の不渡…裏書人の担保責任として、不渡手形と交換に代金を弁償した時

かつて裏書譲渡していた手形￥300,000が不渡りなり、請求に応じた。

（不 渡 手 形）300,000 （当 座 預 金） 300,000
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（３）手形・債権譲渡・債務保証・電子記録債権３ 手形の更改

（１）期日延期の利息を別途支払う場合

【債務者】 【債権者】

（支払手形）500,000（支払手形）500,000 （受取手形）500,000（受取手形）500,000

（支払利息） 5,000（現 金） 5,000 （現 金） 5,000（受取利息） 5,000

（２）期日延期の利息を新しい手形に含める場合

【債務者】 【債権者】

（支払手形）500,000（支払手形）505,000 （受取手形）505,000（受取手形）500,000

（支払利息） 5,000 （受取利息） 5,000

４ 営業外手形

商品売買の信用取引には(売掛金)(買掛金)、手形取引には(受取手形)(支払手形)を、

、 。商品以外の場合(未収入金)(未払金) (営業外受取手形)(営業外支払手形)を使用する

（受取手形） ×× （売 上） ×× （仕 入） ×× （支払手形）××

（ ） ×× （車 両） ×× （建 物） ×× （ ）××営業外受取手形 営業外支払手形

５ 売掛金の売却（売上債権の譲渡による資金調達 ：手形の割引に相当）

売掛金￥500,000を￥480,000で売却し、代金は普通預金に振り込まれた。

（普 通 預 金）480,000 （売 掛 金）500,000

（債 権 売 却 損） 20,000

６ 債務の保証 ※手形取引に関する保証債務は、２級の範囲から除外されました。

（１）債務保証した（保証人になった、連帯保証人になった 。）

（保証債務 見 返） 300,000 （保 証 債 務） 300,000 …対照勘定

（２）無事返済

（保 証 債 務） 300,000 （保証債務 見 返） 300,000

（３）支払不能により代位弁済（立替払い）

（保 証 債 務） 300,000 （保証債務 見 返） 300,000

（未 収 入 金） 300,000 （当 座 預 金） 300,000

７ 保証金の差入と保管

（１）継続的取引に際し、支払い代金の担保(保証)として、手形を差し入れた。

( )50,000(預ﾘ保証金)50,000 (差入保証金)50,000( ) 50,000営業外受取手形 営業外支払手形

（２）取引を開始した。

(売 掛 金)×××(売 上)××× (仕 入)××× (買 掛 金) ×××

（３）手形決済

(当座預金)50,000( )50,000 ( )50,000 (当座預金) 50,000営業外受取手形 営業外支払手形

（４）取引関係終了にあたり、未決済の掛け代金が保証金から、填補された。

(預ﾘ保証金)50,000(売 掛 金)50,000 (買 掛 金)50,000(差入保証金)50,000

８ 不動産賃貸の敷金・保証金などの支払い … ３級へ移行

（１）店舗の賃借の開始にあたり、敷金￥200,000を現金で支払った。

（差入保証金）200,000 （現 金）200,000

（ ） 、 。２ 賃借店舗から退去するにあたり 家賃の滞納分等を差し引かれて敷金が返還された

（支 払 家 賃）50,000（差入保証金）200,000
（現 金）150,000
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（４）手形・債権譲渡・債務保証・電子記録債権

７ 電子記録債権（電債、電子手形） … （１）～（３）３級へ移行

手形・小切手 債権譲渡

債権不存在リスク紛失リスク より安全で円滑な ・二重譲渡リスク
債権の流通を確保

…「電子記録債権法」電子記録債権

（電子手形）

①債権の発生

債務者 発生記録 発生記録 債権者

譲渡記録

電子債権記録機関 ②債権譲渡

譲渡記録

電子記録債権の効力 譲受人

・電子債権記録機関に債権記録を作成し、その内容は記録による。

・電子記録債権の譲渡は、記録をしなければ生じない。

・電子記録債権の譲渡は、手形同様に取引の安全が図られる。

…善意取得、人的抗弁の遮断など

（１）掛→手形→決済（償還）

商品を売上げ、代金は掛けとした 商品を仕入れ、代金は掛けとした

（売 掛 金）×× （売 上）×× （仕 入）×× （買 掛 金）××

売掛金の回収として、約束手形を受取った 買掛金の支払として約束手形を振出した

（受取手形）×× （売 掛 金）×× （買 掛 金）×× （支払手形）××

受取手形が償還され、代金が振込まれた 支払手形が償還され、代金が引落された

（当座預金）×× （受取手形）×× （支払手形）×× （当座預金）××

（２）掛→電子記録債務→決済（債務者請求方式）

商品を売上げ、代金は掛けとした 商品を仕入れ、代金は掛けとした

（売 掛 金）×× （売 上）×× （仕 入）×× （買 掛 金）××

売掛金について、取引銀行を通じて 買掛金の支払のため、取引銀行を通じて

電子記録債権が発生の連絡があった。 債務の発生記録を請求し、承認された。

（ ）×× （売 掛 金）×× （買 掛 金）×× （ ）××電子記録債権 電子記録債務

が決済され、代金が振込まれた が決済され､代金が引落された電子記録債権 電子記録債務

（当座預金）×× （ ）×× （ ）×× （当座預金）××電子記録債権 電子記録債務
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（５）手形・債権譲渡・債務保証・電子記録債権

（３）掛→電子記録債権→決済・譲渡換金（債権者請求方式）

商品を売上げ、代金は掛けとした 商品を仕入れ、代金は掛けとした

（売 掛 金）×× （売 上）×× （仕 入）×× （買 掛 金）××

売掛金について、取引銀行を通じて債権の 買掛金について、取引銀行を通じて電子

発生記録を請求し、相手方の承諾を得た 記録債務発生の連絡があり、承諾した

（ ）×× （売 掛 金）×× （買 掛 金）×× （ ）××電子記録債権 電子記録債務

が譲渡され､代金が振込まれた が決済され､代金が引落された電子記録債権 電子記録債務

（当座預金）×× （ ）×× （ ）×× （当座預金）××電子記録債権 電子記録債務

（４）電子記録債権の譲渡…その１（代金支払い ：手形の裏書きに相当）

③商品 ①商品
譲 譲 債
受 渡 務
人 人 者

④電子記録債権の譲渡 ②電子記録債権・電子記録債務

xxx 売 上xxx 仕 入xxx xxx電子記録債権 電子記録債務

xxx 売 上xxx 仕 入xxx xxx電子記録債権 電子記録債権

当座預金xxx xxx xxx 当座預金xxx電子記録債権 電子記録債務

（５）電子記録債権の譲渡…その２（現金と引替えの譲渡 ：手形の割引に相当）

手持ちの電子記録債権\500,000を、現金\480,000と引き替えに譲渡した。

（現 金）480,000 （電 子 記 録 債 権）500,000

（電子記録債権売却損） 20,000

（６）電子記録債務の引受け

①商品 ③商品
債 債 引
権 務 受
者 者 人

②電子記録債権・電子記録債務 ④電子記録債務の引受け

xxx 売 上xxx 仕 入xxx xxx電子記録債権 電子記録債務

xxx 売 上xxx 仕 入xxx xxx電子記録債務 電子記録債務

当座預金xxx xxx xxx 当座預金xxx電子記録債権 電子記録債務

電子記録債権 電子記録債務 裏書きにも割引にも、対応できる電子手形

･∥･ ･∥･

受取手形 支払手形
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小切手・銀行勘定調整表
１ 小切手処理の復習（３級）

小切手を受け取った （現 金）××× （ ）×××（他人振出の） 売 上

受け取った(他人振出の)小切手で支払った（仕 入）××× （現 金）×××

小切手を受取り、ただちに当座預金に預入（当座預金）××× （売 上）×××

（ ）××× （当座預金）×××小切手を振り出した 仕 入

自分が振出した小切手を受け取った （当座預金）××× （売 上）×××

２ 当座預金残高と銀行残高証明書との不一致の原因と処理

企業側 銀行側
企業側仕訳（例）

既行為 仕訳 既行為

企業側誤記入 （±） 訂正 訂正仕訳（３級で学習）

（当座預金）×× （ ）××未渡小切手 （－） 取消 買 掛 金

［＋］ （当座預金）×× （ ）××入金連絡未達 記入 受取手形

［－］ （ ）×× （当座預金）××出金連絡未達 記入 支払利息

（ ）時間外預入 （＋） 仕訳なし 銀行側の処理待ち→時間が解決

（ ）未取立小切手 （＋） 仕訳なし 銀行側の処理待ち→時間が解決

（ ）未取付小切手 （－） 仕訳なし 取引先の処理待ち→時間が解決

３ 銀行勘定調整表

（１）企業残高基準法 （２）銀行残高基準法

銀行残高証明書残高 □□当座預金勘定残高 ○○

企業で（＋）した（加算）銀行で［＋］した （加算）

入金連絡未達 時間外 預 入 ＋＋＋＋

企業で（－）した 未取立小切手 ＋＋

銀行で［－］した未 渡 小切手 ＋＋

＋＋未取付小切手 ＋＋ 出金連絡未達

企業で（－）した（減算）銀行で［－］した （減算）

出金連絡未達 未 渡 小切手 －－－－

企業で（＋）した 未取付小切手 －－

銀行で［＋］した時間外 預 入 －－

－－未取立小切手 －－ 入金連絡未達

当座預金勘定残高 ○○銀行残高証明書残高 □□

（３）企業残高・銀行残高区分調整法

当座預金勘定残高 ○○ 銀行残高証明書残高 □□

（加算）未渡小切手 ＋＋ （加算）時間外預入れ ＋＋

入金通知未達 ＋＋ 未取立小切手 ＋＋

（減算）出金通知未達 －－ （減算）未取付小切手 －－

調整後残高 △△ 調整後残高 △△
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（１）固定資産の処理

有形固定資産…建物、備品、車両運搬具、機械装置､構築物､土地など

固定資産 無形固定資産…自社利用のソフトウエア、法律上の権利、のれんなど

投資その他の資産…長期投資､支配目的の有価証券､長期前払費用など

Ⅰ 有形固定資産

１ 有形固定資産の取得

（１）取得原価

有形固定資産の取得原価 ＝ 購入代金 ＋ 付随費用 － 割戻

買入手数料、運送費、荷役費、据付費、試運転費など

（２）建設仮勘定 …建設途中の建物等の代金支払い

①建物の建築￥ を請負わせ、代金のうち￥ を小切手を振り出して900,000 400,000
支払った。

、 。②上記建設中の建物について 代金のうち￥ を小切手を振り出して支払った200,000
③上記建物が完成し、引き渡しを受けた。残金は小切手を振り出して支払った。

400,000 400,000①（建設仮勘定） （当 座 預金）

200,000 200,000②（建設仮勘定） （当 座 預金）

900,000 600,000③（建 物） （建設仮勘定）

300,000（当 座 預金）

（３）割賦購入

①商品運搬用の車両￥ で購入し、代金は月末ごとに支払期限が順次3,000,000
到来する￥ の約束手形を 枚振出した （利息相当分は資産で処理）310,000 10 。

3,000,000 3,100,000（車両運搬具） （ ）営業外支払手形

100,000（前 払 利息）

②支払期日の到来した約束手形が決済され、当座預金から引き落とされた。

310,000 310,000（ ） （当 座 預金）営業外支払手形

③決算整理：経過分の利息を支払利息に振り替えた。

10,000 10,000（支 払 利息） （前 払 利息）

※ 前払費用とすることもあります。

２ 修繕・改良

（１）修繕…価値または機能の現状維持のための支出 → 修繕費（費用 ：収益的支出）

（２）改良…資産価値の増加や耐用年数の延長ための支出 → その資産の原価に加算

：資産的支出

200,000 800,000（建 物） （当座預金）

600,000（修 繕 費）
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（２）固定資産の処理
３ 減価償却の計算方法

定額法 …毎年同額を償却する。

減価償却費 定率法 …毎年同率を償却する。

の計算方法 200％定率法

生産高比例法 …使った分だけ償却する。

（１）定額法 … 毎年同額を償却する （３級の復習）。

減価償却費＝（取得原価－残存価格）÷耐用年数

（例）取得原価￥ 、残存価格 ％、耐用年数５年1,000,000 10
減価償却費＝（ － ）÷５1,000,000 100,000

1,000,000 1 0.1 180,000＝ ×（ － ）÷５ ＝

（２）定率法 … 毎年同率を償却する。

減価償却費＝期末未償却残高×償却率 償却率は、

残存価格と耐用年数から与えられる

200％定率法

償却率＝200％÷耐用年数 以降取得した固定資産H24.4.1
について認められる（税法 。）

（例）取得原価￥ 、耐用年数５年1,000,000

1,000,000 400,000初年度減価償却費＝ ×40％＝

600,000 240,000次年度減価償却費＝ ×40％＝

360,000 144,000３年度減価償却費＝ ×40％＝

216,000 86,400４年度減価償却費＝ ×40％＝

：

（３）生産高比例法 … 使った分だけ償却する。

減価償却費＝（取得原価－残存価格）×当期の利用量÷耐用利用量

（例）車両：取得原価￥ 、残存価格 ％1,000,000 10
100,000km 25,000km総走行可能距離 、当期走行距離

1,000,000 1 0.1 25,000 100,000 225,000減価償却費＝ ×（ － ）× ÷ ＝
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（３）固定資産の処理
４ 減価償却の記帳方法

減価償却費 直接法…対象の固定資産の金額から直接マイナスする

の記帳方法 間接法…対象の固定資産の金額は取得原価のままにしておき、
減価償却分は、減価償却累計額として累積していく

（１）直接法 … ３級から移行

①減価償却費の計上

（減 価 償 却 費） 90,000 （備 品） 90,000

②固定資産の売却

・備品を売却した （売却価格＜売却時の帳簿価格）。

（未 収 入 金） 200,000 （備 品） 230,000

（固定資産売却損） 30,000

・備品を売却した （売却価格＞売却時の帳簿価格）。

（未 収 入 金） 250,000 （備 品） 230,000

（固定資産売却益） 20,000

・備品を売却した （売却価格＝売却時の帳簿価格）。

（未 収 入 金） 230,000 （備 品） 230,000

備 品

90 備 品 (減価償却費) 90 (備 品) 90
500 90 備 品 (減価償却費) 90 (備 品) 90

410 90 (減価償却費) 90 (備 品) 90
320

帳簿残高 230

（２）間接法（３級の復習）

①減価償却費の計上

（減 価 償 却 費） 90,000 （減価償却累計額） 90,000

②固定資産の売却

・備品を売却した （売却価格＜売却時の帳簿価格）。

（減価償却累計額） 270,000 （備 品） 500,000

（未 収 入 金） 200,000

（固定資産売却損） 30,000

・備品を売却した （売却価格＞売却時の帳簿価格）。

（減価償却累計額） 270,000 （備 品） 500,000

（未 収 入 金） 250,000 （固定資産売却益） 20,000

・備品を売却した （売却価格＝売却時の帳簿価格）。

（減価償却累計額） 270,000 （備 品） 500,000

（未 収 入 金） 230,000

備 品 減価償却累計額

90 (減価償却費) 90 (減価償却累計額) 90
90 (減価償却費) 90 (減価償却累計額) 90

500 90 (減価償却費) 90 (減価償却累計額) 90

帳簿残高 230

ワンセットで資産評価



- 26 -

（４）固定資産の処理
５ 除却・廃棄

（１）除却 … 価値あるスクラップとして保管する。

備品(取得原価￥500,000､減価償却累計額￥120,000)を除却した。

スクラップ価格は、￥100,000であり、倉庫で保管する。

（減価償却累計額） 120,000 （備 品） 500,000

（貯 蔵 品） 100,000

（固定資産除却損） 280,000

（２）廃棄 … スクラップ価値なしの除却、廃棄費用24,000を支払う。

（減価償却累計額） 120,000 （備 品） 500,000

（固定資産廃棄損） 400,000 （現 金） 20,000

６ 売却

（１）建物を売却した （売却時の売却価格＜帳簿価格）。

（減価償却累計額） 120,000 （建 物） 500,000

（未 収 入 金） 350,000

（固定資産売却損） 30,000

（２）建物を売却した （売却時の帳簿価格＜売却価格）。

（減価償却累計額） 120,000 （建 物） 500,000

（未 収 入 金） 400,000 （固定資産売却益） 20,000

（３）建物を売却した （売却時の帳簿価格＝売却価格）。

（減価償却累計額） 120,000 （建 物） 500,000

（未 収 入 金） 380,000

７ 火災による焼失（保険契約なし）

（減価償却累計額） 120,000 （建 物） 500,000

（火 災 損 失） 380,000

８ 火災による焼失（保険契約あり）

（１）建物が火災により消失したので、保険金を請求した。

（減価償却累計額） 120,000 （建 物） 500,000

（未 決 算） 380,000

（２）保険金受取額が確定し、通知をうけた （滅失時の帳簿価格＞保険金受取額）。

（未 収 入 金） 350,000 （未 決 算） 380,000

（火 災 損 失） 30,000

（３）保険金受取額が確定し、通知をうけた （滅失時の帳簿価格＜保険金受取額）。

（未 収 入 金） 400,000 （未 決 算） 380,000

（保 険 差 益） 20,000
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（５）固定資産の処理９ 買い換え … 旧備品の売却＋新備品の購入

（１）旧備品の売却

（減価償却累計額） 120,000 （備 品） 500,000

（未 収 入 金） 350,000

（固定資産売却損） 30,000

（２）新備品の購入

（備 品） 600,000 （未 払 金） 600,000

（３）買い換え（下取価格￥350,000）

（減価償却累計額） 120,000 （備 品） 500,000

（備 品） 600,000 （未 払 金） 250,000

（固定資産売却損） 30,000

●貯蔵品について

（１）除却した固定資産

貯蔵品

（ ） （ ）２ 使い切れなかった消耗品等 経常使用のためのストックを除く

（１）除却した固定資産 … 前述のとおり

（２）使い切れなかった消耗品等（３級に移行）

・事務消耗品、梱包材料など … 消耗品費から振替

・収入印紙など … 租税公課から振替

・郵便切手など … 通信費から振替

・交通回数券など … 旅費交通費から振替

・販促資材など … 広告宣伝費から振替

例）

＜決算整理＞

（貯 蔵 品）15,000（ 消耗品費 ） 1,000

（ 租税公課 ） 2,000

（通 信 費） 3,000

（旅費交通費） 4,000

（広告宣伝費） 5,000

＜期首再振替＞

（ 消耗品費 ） 1,000（貯 蔵 品）15,000

（ 租税公課 ） 2,000

（通 信 費） 3,000

（旅費交通費） 4,000

（広告宣伝費） 5,000
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（６）固定資産の処理
Ⅱ 無形固定資産

・物理的な実態のない資産…権利やソフトウエアなど

（例）特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、借地権、鉱業権、漁業権

水利権、営業権（のれん 、電話加入権、水道施設利用権、ダム使用権）

コンピュータプログラム、システム仕様書 など

・原則、残存価格なしの定額法で減価償却する。記帳は、直説法のみ。

１ のれん（営業権）

（１）のれん の計上

①事業譲受（買収）

譲り受ける資産および負債を時価により記帳し、対価の超過額を｢のれん｣に計上

貸借対照表 右のような財政状態の企業を で¥1,000,000
諸資産 1,400,000 諸負債 400,000 買収し、手数料 とともに、小切手¥200,000

資本金 1,000,000 を振り出して支払った。

1,400,000 1,400,000

諸資産時価 \1,500,000 諸負債時価 \ 400,000

（諸 資 産） 1,500,000 （諸 負 債） 400,000

（の れ ん） 100,000 （当 座 預 金） 1,200,000

②合併（吸収合併）

譲り受ける資産および負債を時価により記帳し、対価の超過額を｢のれん｣に計上。

対価には、新株株式の発行分のみならず、諸費用の支出額などを含む。

貸借対照表 右のような財政状態の企業を吸収合併し、

諸資産 1,400,000 諸負債 400,000 １株あたり\1,000の株式を1,000株発行。

資本金 1,000,000 合併手続の手数料\200,000は、

1,400,000 1,400,000 小切手を振り出して支払った。

諸資産時価 \1,500,000 諸負債時価 \ 400,000

（諸 資 産） 1,500,000 （諸 負 債） 400,000

（の れ ん） 100,000 （資 本 金） 1,000,000

（当 座 預 金） 200,000
（２）のれん の償却

、 。買収や合併において､のれんが発生したときは 決算において 年以内に償却する20
（の れ ん 償 却） 5,000 （の れ ん） 5,000

２ 自社利用のソフトウエア

自社利用のソフトウエア …ソフトウエア ←２級

受託制作のソフトウエア …売上原価

ソフトウエア 研究開発目的のソフトウエア…研究開発費 １級

市場販売目的のソフトウエア…ソフトウエア

（１）ソフトウエアの購入 … 制作途上の場合は（ソフトウエア仮勘定）を使用する。

（ ソフトウエア ） 600,000 （未 払 金） 600,000

（２）ソフトウエアの償却…残存価格なしの定額法で処理する（利用可能期間５年）

（ｿﾌﾄｳｴｱ 償 却 ） 120,000 （ ソフトウエア ） 120,000
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（７）固定資産の処理

Ⅲ 投資その他の資産

１ 子会社株式・関連会社株式

取得原価で評価、償却等なし

２．その他有価証券…投資有価証券

決算時の時価で評価する。 全部純資産直入法

部分純資産直入法 …１級の範囲

３．長期前払費用

１年以上先に、サービス提供を受ける（サービスを費消する）前払費用

Ⅳ 圧縮記帳
国庫補助金や工事負担金の交付を受けて、固定資産を取得する場合、固定資産の取得

、 （ ）原価から国庫補助金等の金額を控除し 国庫補助金等に課税されることを避ける 税法

（１）国庫補助金の受け取り

（当 座 預 金） 300,000 （国庫補助金受贈益） 300,000 ※１

（２）備品の購入

（備 品） 600,000 （当 座 預 金） 600,000

（３）圧縮記帳（決算処理）

（固定資産圧縮損） 300,000 （備 品） 300,000

（４）１年分の減価償却費を計上（決算処理）

（減 価 償 却 費） 60,000 （減価償却累計額） 60,000 ※２

※１）工事負担金を受贈した場合は、工事負担金受贈益

※２）減価償却費は、控除後の価格を基準に計算する。

●繰延資産の取扱いについて

繰延資産は全て１級へ移行とされ、２級では費用としての処理のみを扱います。

創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費

●差入保証金 … ３級に追加

不動産賃貸の敷金や保証金などは （差入保証金）として扱います。、
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（８）固定資産の処理Ⅴ リース取引

リース リース会社が、企業などが選択した機械設備等を購入し、

取引 その物件をその企業に比較的長期にわたり賃貸する取引

…ファイナンス・リース以外のリース…賃貸借的オペレーティング・リース取引

…解約不能、保守費用等のユーザー負担 …金融的ファイナンス・リース取引

所有権移転ファイナンス・リース取引…終了後はユーザーに所有権移転

所有権移転外ファイナンス・リース取引…終了後もリース会社に所有権

● のしくみファイナンスリース
①物件の選定 ※実質的には

サプライヤー 金融機関の役割
④納品 検査 資金の代わりに

③ ⑥ 物品を貸付ける
売 代 所 物融といえる
買 金 有
契 支 権

リース料に約 払
補修修繕費用は⑦リース料支払

含まない
⑤借受証

リース会社 ②リース契約 ユーザー 保守・修繕義務

（ ）中途解約不可

別途、メンテナンス契約を締結することが多い

１ オペレーティング・リース取引のユーザーの処理

通常の賃貸借処理に準じて、リース料の支払いを毎回処理する。

（支 払 リース料） 10,000 （当 座 預 金） 10,000

２ ファイナンス・リース取引のユーザーの処理（利子込み法）

（１）リース取引開始時

（リ ー ス 資 産） 600,000 （リ ー ス 債 務） 600,000

（２）毎月のリース料の支払い

（リ ー ス 債 務） 10,000 （当 座 預 金） 10,000

（３）１年分の減価償却費を計上（決算処理）

（減 価 償 却 費） 120,000 （ﾘｰｽ ） 120,000資産減価償却累計額

３ ファイナンス・リース取引のユーザーの処理（利子抜き法）

（１）リース取引開始時

（リ ー ス 資 産） 540,000 （リ ー ス 債 務） 540,000

（２）毎月のリース料の支払い

（リ ー ス 債 務） 9,000 （当 座 預 金） 10,000

（支 払 利 息） 1,000

（３）１年分の減価償却費を計上（決算処理）

（減 価 償 却 費） 108,000 （ﾘｰｽ ） 108,000資産減価償却累計額
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（１）有価証券の処理

有形固定資産の処理との比較
１ 購入…取得原価で記帳する

手数料等は、購入代金と共に、取得原価に含める

売買目的でＡ社株式100株を\10,000 営業用の車両\10,000を購入手数料\500

で購入し、購入手数料\500と共に、 で購入し、代金は月末払いとした。

現金で支払った。

（有価証券）10,500（現 金）10,500 (車両運搬具)10,500（未 払 金）10,500

２ 売却…代金との差額は、売却益または売却損

（１）売却価格＜帳簿価格

上記株式のうち 株を\1,000で売却 取得原価\1,050の事務用棚を\1,000で10
し、代金は当座預金に振り込まれた。 売却し、代金は他店振出の小切手で、

受け取った。

（当座預金）1,000（有価証券）1,050 （現 金）1,000 (備 品)1,050

( 50 (備品売却損) 50有価証券売却損)

（２）帳簿価格＜売却価格

上記株式のうち 株を\1,100で売却 取得原価\1,050の事務用机を\1,100で10
し、代金は後日受け取ることにした。 売却し、現金で受け取った。

（当座預金）1,100（有価証券）1,050 （現 金）1,100 (備 品)1,050

( 50 (備品売却益) 50有価証券売却益)

３ 配当金や利息の受取

（１）株主への配当金として の配当金領収書が送付されてきた。¥2,500
2,500 2,500（現 金） （受取配当金）

（２）保有する国債の利札 の満期が到来した。¥5,000
5,000 5,000（現 金） （有価証券利息）

貨 幣
現金通貨

紙 幣
現金勘定

小切手（他人振出、受取）

通貨代用証券 郵便為替証書

配当金領収書

（ ）公社債の利札 期限到来分
＜以上、３級から移行＞

３ 債券の端数利息の処理

利払日翌日 売買成立日 利払日
× × ×
売手の取り分＝端数利息

利払日の買手の受取額

買手の取り分

xxxxxx xxx xxxx xxxxxx（未収金） （ ） （ ） （未収金）売買目的有価証券 売買目的有価証券

xx xx（有価証券利息） （有価証券利息）

x（有価証券売却益）
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（２）有価証券の処理
２ 有価証券の評価

売買目的有価証券 → …洗替法・切放法のいずれの処理も認められる時価法

投資有価証券 満期保有目的債券 取得価額＝債券価額 → 原価法

…非売買目的
取得価額≠債券価額 → 償却原価法

子会社株式・関連会社株式 → 原価法

その他有価証券 → …洗替法のみ時価法

（市場価格のないものは、原価法または償却原価法）

（１）売買目的有価証券 … 時価法（切放法の場合、翌期は評価後の価額で開始する）

帳簿価額＜市場価格： 売買目的有価証券）×× （有価証券 評価 益）××（

市場価格＜帳簿価額： 有価証券 評価 損）×× （売買目的有価証券）××（

（２）満期保有目的債券 … 償却原価法

（取得額と額面の差額が金利の調整と認められるとき）

●取得原価＜額面金額

額面

金額

取得

原価

取得時 決算 決算 決算 決算 満期

（満期保有目的債券） ×× （有 価 証 券 利 息） ××

○額面金額＜取得原価

取得

原価

額面

金額

取得時 決算 決算 決算 決算 満期

（有 価 証 券 利 息） ×× （満期保有目的債券） ××

（ ） （ 、 ）３ その他有価証券 … 時価法 洗替処理のみ：期首に振戻し 当初の帳簿価格にする

帳簿価額＜市場価格： その他有価証券）×× （ ）××（ その他有価証券評価差額金

（期首振戻し （ ）×× （その他有価証券）××） その他有価証券評価差額金

市場価格＜帳簿価額： ）×× （その他有価証券）××（その他有価証券評価差額金

（期首振戻し （その他有価証券）×× （ ）××） その他有価証券評価差額金
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（１）引当金

将来に発生する特定の費用・損失であるが、 将来特定の費用等

引当金 当期に負担することが適当であるものについて、 当期以前に起因

見越し計上される貸方科目 発生可能性が高い

合理的な見積可能

評価性引当金 資産の正しい評価 負債性引当金 将来の支出に備える

貸倒引当金 退職給付引当金

賞与引当金

修繕引当金

商品保証引当金（製品保証引当金）

売上割戻引当金

返品調整引当金 など

１ 貸倒引当金

（１）貸倒引当金の設定（差額補充法：設定額＞残高）

6,000 6,000（貸倒引当金繰入） （貸 倒 引 当 金）

（２）貸倒引当金の設定（差額補充法：設定額＜残高）

3,000 3,000（貸 倒 引 当 金） （貸倒引当金戻入）

（３）貸倒引当金を設定していた売掛金が貸倒れた

10,000 12,000（貸 倒 引 当 金） （売 掛 金）

2,000（貸 倒 損 失）

（４）前期の貸倒れを当期に回収した

8,000 8,000（現 金） （償却債権取立益）

（５）貸倒引当金繰入、貸倒損失の損益計算書区分

売上債権 販売費及び

貸倒引当金繰入 受取手形、電子記録債権、売掛金など 一般管理費

貸 倒 損 失

売上債権以外の金銭債権（一般債権）

営業外受取手形、未収金、貸付金など 営業外費用

（６）個別評価による貸倒引当金の設定

(例)売掛金残高合計：￥ ２％の貸倒引当金を設定する500,000
ただし、上記の内

Ａ社分：￥150,000 Ａ社の親会社による債務保証があり貸倒リスクなし

Ｂ社分：￥ 50,000 回収不能の実績あり、貸倒引当金繰入率８％

Ａ社分： 150,000 ×０％＝ 0

Ｂ社分： 50,000 ×８％＝ 4,000

残り：(500,000－150,000－50,000)×２％＝ 6,000（＋

10,000
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（２）引当金
２ 退職給付引当金

（１）設定

39,000 39,000（退職給付 費 用） （退職給付引当金）

（２）取り崩し

13,000 13,000（退職給付引当金） （現 金）

３ 賞与引当金

（１）設定

6,000 6,000（賞与引当金繰入） （賞 与 引 当 金）

（２）取り崩し

6,000 13,000（賞 与 引 当 金） （現 金）

7,000（賞 与）

４ 修繕引当金

（１）設定

6,000 6,000（修繕引当金繰入） （修 繕 引 当 金）

（２）取り崩し

6,000 13,000（修 繕 引 当 金） （現 金）

7,000（修 繕 費）

５ 商品保証引当金（製品保証引当金）

（１）設定

6,000 6,000（ ） （商品保証引当金）商品保証引当金繰入

（２）取り崩し

6,000 13,000（商品保証引当金） （現 金）

7,000（商 品 保 証 費）

※支出時に取り崩さず、一旦「商品保証費」として計上し、その後取り崩す場合

（商 品 保 証 費） （現 金） …支出時13,000 13,000
（商品保証引当金） （商 品 保 証 費） …精算時6,000 6,000

６ 売上割戻引当金

（１）設定

6,000 6,000（ ） （売上割戻引当金）売上割戻引当金繰入

（２）取り崩し

6,000 13,000（売上割戻引当金） （売 掛 金）

7,000（売 上）

７ 返品調整引当金

（１）設定

6,000 6,000（ ） （返品調整引当金）返品調整引当金繰入

（２）取り崩し

4,500（仕 入） （売 掛 金）4,500 10,000 原価相当額￥

5,500（返品調整引当金） 5,500 利益相当額￥
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（１）外貨建取引

円建の金額 ＝ 為替レート × 外貨建の金額

円／＄（ドル）110
円／ （ユーロ）など130 €

Ⅰ 外貨建営業取引
１ 外貨建営業取引の処理（ ドル売上）…期中決済1000
（１）取引発生時（１ドル 円）120

120,000 120,000（売 掛 金） （売 上）

（２）代金決済時（１ドル 円）115
115,000 120,000（現 金） （売 掛 金）

5,000（為替差損益）

２ 外貨建営業取引の処理（ ドル売上）…決算後決済1000
（１）取引発生時（１ドル 円）120

120,000 120,000（売 掛 金） （売 上）

（２）決算時（１ドル 円）122
2,000 2,000（売 掛 金） （為替差損益）

（３）代金決済時（１ドル 円）115
115,000 122,000（現 金） （売 掛 金）

7,000（為替差損益）

Ⅱ 外貨建資産･負債の決算処理
外貨建資産･負債の評価替え（為替差損または為替差益の計算）

＜設例＞ 外貨額 帳簿価格 ＜解法＞

1,000 105,000 5,000 5,000（１）外国通貨 ドル 円 現 金 為替差損益（ ） （ ）

3,000 360,000 30,000 30,000（２）売 掛 金 ドル 円 為替差損益 売 掛 金（ ） （ ）

2,000 216,000 4,000 4,000（３）買 掛 金 ドル 円 為替差損益 買 掛 金（ ） （ ）

（４）前 払 金 ドル 円 仕訳なし ※外貨建債権ではない。1,500 172,500
決算時為替レート：１ドル 円110

為替差損益

29,000 30,000 5,000＜解答＞ 為替差損： 円 売掛金 現 金

4,000買掛金

決算時の評価替え 外国通貨、外貨預金

あり 外貨建債権（売上債権など） 外貨建債務（仕入債務など）

決算時の評価替え 棚卸資産

なし 前払金 前受金
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（２）外貨建取引
Ⅲ 為替予約

将来の一定時期における 独立処理（実務上の原則） ←１級

為替予約 外国通貨の為替レートを 各期に配分 ←１級

事前に決めてしまうこと 振当処理

すべて当期分 ←２級

１ 取引発生時までに為替予約を行う場合（ ドル売上）1000
（１）取引発生時（直物レート：１ドル 円、予約レート：１ドル 円）120 117

117,000 117,000（売 掛 金） （売 上）

（２）決算時（直物レート：１ドル 円）122
仕訳なし ※評価替え不要

（３）代金決済時（直物レート：１ドル 円）115
117,000 117,000（現 金） （売 掛 金）

２ 取引発生後に為替予約を行う場合

（１）取引発生時（直物レート：１ドル 円）120
120,000 120,000（売 掛 金） （売 上）

（２）為替予約時（予約レート：１ドル 円）117
3,000 3,000（為替差損益） （売 掛 金）

（３）決算時（直物レート：１ドル 円）122
仕訳なし ※評価替え不要

（４）代金決済時（直物レート：１ドル 円）115
117,000 117,000（現 金） （売 掛 金）
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（１）株式会社の税金
１ 消費税

税込価格＝税抜価格×(１＋税率) 税抜価格＝税込価格÷(１＋税率)

消費税額＝税抜価格×税率 消費税額＝税込価格÷(１＋税率)×税率

税抜方式（３級に移行） 税 込 方 式

仕 入 仕 入 2,000 買 掛 金 2,160 仕 入 2,160 買 掛 金 2,160

仮払消費税 160

売 上 売 掛 金 3,240 売 上 3,000 売 掛 金 3,240 売 上 3,240

仮受消費税 240

決算、 仮受消費税 240 仮払消費税 160 租 税 公 課 80 未払消費税 80

納付額確定 未払消費税 80

申告納付 未払消費税 80 当 座 預 金 80 未払消費税 80 当 座 預 金 80

税 務 署

Ｃ－Ｄ Ｂ－Ｃ Ａ－Ｂ

事 業 者 事 業 者 事 業 者 消 費 者
Ｄ Ｃ Ｂ Ａ

納税者 担税者

２ 法人税等（法人税、住民税および事業税） … ３級に移行

（１）中間申告、納付

（仮 払 法人税等） 800,000 （当 座 預 金） 800,000

（２）決算、税額確定

（ ）1,900,000 （仮 払 法人税等） 800,000法人税 住民税及び事業税､

（未 払 法人税等）1,100,000

（３）確定申告、納付

（未 払 法人税等）1,100,000 （当 座 預 金）1,100,000

（４）過年度分の法人税等についての更正

・還付の場合

（当 座 預 金） 777,000 （還 付 法人税等） 777,000

・追徴の場合

（追 徴 法人税等） 666,000 （当 座 預 金） 666,000
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（２）株式会社の税金３ 課税所得の計算

日本の法人税法では、

企業会計による確定利益に基づいて、 住民税、事業税も

課税所得、課税額を計算することになっている。 法人税法上の課税所得に

。基づいて計算する
（企業会計）利益＝収益－費用

↓
（書き換え） 資本金１億円超の会社等では

↓ 課税所得に基づかないで、
（税務会計） 外形標準課税により計算する所得＝益金－損金

法人税納付額の算定フロー

利 益

益金算入 ●引当金および準備金の取崩額 など

●資産の評価損

加 ●法人税、都道府県民税、市町村税、罰課金

損金 ●法人税額から控除される所得税、外国税申

算 不算入 ●減価償却や引当金繰入の限度超過額告

●資本的支出調

●交際費･寄付金の損金算入限度超過額整

●過大な役員報酬等 など

益金 ○資産の評価益

減 不算入 ○法人税、都道府県民税、市町村税の還付金

○受取配当金 など
算

損金算入 ○前期分および中間申告分の事業税等

○欠損金の当期控除額 など

所 得

基本税率 ２３.９％

税 率 資本金１億円以下の企業、 ２３.９％

(国税、 一般社団法人等、人格なき社団等

法人税) （年８００万円以下の所得部分） (１５)

協同組合等、公益法人等 １９ ％

（年８００万円以下の所得部分） (１５)

※法定実効税率は、標準税率で２９.９７％税 額
（ ）法人税・住民税・事業税を合わせた総合的な税率

特別税率

税額控除

納付額
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（３）株式会社の税金４ 税効果会計の考え方

〔設例〕実際には３年で償却してしまう設備について、

税法上５年の償却期間が義務づけられている場合（実効税率を４０％とする）

（１）実態に従った企業会計処理 … 株主等向け

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 合 計

償却前利益 ７５０ ７５０ ７５０ ３００ ３００ ２，８５０
－）減価償却費 ２５０ ２５０ ２５０ ０ ０ ７５０

税引前利益 ５００ ５００ ５００ ３００ ３００ ２，１００
－）法人税等 ２００ ２００ ２００ １２０ １２０ ８４０

当期純利益 ３００ ３００ ３００ １８０ １８０ １，２６０

（２）税法に従った税務会計処理 … 税務署向け

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 合 計

償却前利益 ７５０ ７５０ ７５０ ３００ ３００ ２，８５０
－）減価償却費 １５０ １５０ １５０ １５０ １５０ ７５０

税引前利益 ６００ ６００ ６００ １５０ １５０ ２，１００
－）法人税等 ２４０ ２４０ ２４０ ６０ ６０ ８４０

当期純利益 ３６０ ３６０ ３６０ ９０ ９０ １，２６０

（３）税効果会計による会計処理 … 利益は（１）で、税額は（２）

＜考え方＞

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 合 計

償却前利益 ７５０ ７５０ ７５０ ３００ ３００ ２，８５０
－）減価償却費 ２５０ ２５０ ２５０ ０ ０ ７５０

税引前利益 ５００ ５００ ５００ ３００ ３００ ２，１００
損金不算入 １００ １００ １００ △１５０ △１５０ ０＋）

課税所得額 ６００ ６００ ６００ １５０ １５０ ２，１００
－）法人税等 ２４０ ２４０ ２４０ ６０ ６０ ８４０

税引後所得 ３６０ ３６０ ３６０ ９０ ９０ １，２６０
－）損金不算入 １００ １００ １００ △１５０ △１５０ ０

４０ ４０ ４０ △ ６０ △ ６０ ０＋)法人税等調整額

当期純利益 ３００ ３００ ３００ １８０ １８０ １，２６０

＜実際の記述＞ 税引前利益×税率法人税等＝法人税等－法人税等調整額（＝税金費用）

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 合 計

償却前利益 ７５０ ７５０ ７５０ ３００ ３００ ２，８５０
－）減価償却費 ２５０ ２５０ ２５０ ０ ０ ７５０

税引前利益 ５００ ５００ ５００ ３００ ３００ ２，１００
－）法人税等 ２４０ ２４０ ２４０ ６０ ６０ ８４０

４０ ４０ ４０ △ ６０ △ ６０ ０＋)法人税等調整額

当期純利益 ３００ ３００ ３００ １８０ １８０ １，２６０

＜帳簿への記載＞

第１～３期決算時の処理 （繰 延 税金資産）４０ （法人税等調整額）４０

第４～５期決算時の処理 （法人税等調整額）６０ （繰 延 税金資産）６０
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（４）株式会社の税金
５ 税効果会計の処理

引当金の繰入限度超過額

税効果会計の対象 減価償却費の償却限度超過額 ２級の学習範囲

その他有価証券の評価差額

一時差異 棚卸資産の評価損

会計と税法 積立金方式の圧縮記帳 など

の差異 受取配当金等の益金不算入額

永久差異 交際費の損金不算入額

寄付金の損金不算入額 など

（１）貸倒引当金の繰入限度超過額

・貸倒引当金の計上

（貸倒引当金繰入） （貸 倒 引 当 金） …ただし が税法超過12,000 12,000 2,000
◎税効果会計

（繰 延 税金資産） （法人税等調整額） …超過額×実効税率800 800

（２）減価償却費の償却限度超過額

・減価償却費の計上

（減 価 償 却 費） （減価償却累計額） …ただし が税法超過12,000 12,000 2,000
◎税効果会計

（繰 延 税金資産） （法人税等調整額） …超過額×実効税率800 800

（３）その他有価証券の評価差額

・その他有価証券の評価替え（時価＜原価）

（ ） （その他有価証券） …税法上認められないその他有価証券評価差額金 2,000 2,000
◎税効果会計

（繰 延 税金資産） （ ） …調整額×実効税率800 800その他有価証券評価差額金

■翌期首の再振替仕訳

2,000 2,000（その他有価証券） （ ）その他有価証券評価差額金

800 800（ ） （繰 延 税金資産）その他有価証券評価差額金

・その他有価証券の評価替え（時価＞原価）

（その他有価証券） （ ） …税法上認められない3,000 3,000その他有価証券評価差額金

◎税効果会計

（ ） （繰 延 税金負債） …調整額×実効税率その他有価証券評価差額金 1,200 1,200

■翌期首の再振替仕訳

3,000 3,000（ ） （その他有価証券）その他有価証券評価差額金

1,200 1,200（繰 延 税金負債） （ ）その他有価証券評価差額金

（４）繰延税金資産・繰延税金負債の表示区分

・貸倒引当金の繰入限度超過額 … 流動資産

・減価償却費の償却限度超過額 … 固定資産

・その他有価証券の評価差損／益 … 固定資産／固定負債
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（１）財務諸表作成
１ 資産・負債の区分

貸借対照表

現金預金当
受取手形 支払手形座

資 流動負債売掛金 買掛金
有価証券流動資産 産

短期借入金
商品棚卸

資産 固定負債長期借入金
社債

設備機械、建物
土地 資本金
特許権等 資本剰余金固定資産
投資有価証券 利益剰余金

など 評価・換算差額

（ ） 。 。流動性 換金のしやすさ の高低による 現金(貨幣)が最も流動性が高い

①正常営業循環基準…通常の営業活動における売上債権や仕入債務

流動／固定 などは流動資産・流動負債とする

の区分基準 ②一年基準…一年以内(翌決算日)までに回収または支払の期日が

到来するものを流動資産・流動負債とする

２ 勘定式損益計算書

（１）無区分タイプ

損益計算書 または、
損益計算書

×× 売 上 高 ××期首商品棚卸高
×× ×× 売上原価 ×× 売 上 高 ××当期仕入高 期末商品棚卸高

給 料 ×× 受取利息 ×× 給 料 ×× 受取利息 ××
通 信 費 ×× 通 信 費 ××
保 険 料 ×× 保 険 料 ××
支払利息 ×× 支払利息 ××

×× ××当期純利益 当期純利益
×× ×× ×× ××

（２）２区分タイプ （３）３区分タイプ

損益計算書 損益計算書

×× 売 上 高 ×× ×× 売 上 高 ××期首商品棚卸高 期首商品棚卸高
×× ×× ×× ××当期仕入高 当期仕入高期末商品棚卸高 期末商品棚卸高
×× ××売上総利益 売上総利益
×× ×× ×× ××

給 料 ×× ×× 給 料 ×× ××売上総利益 売上総利益
通 信 費 ×× 受取利息 ×× 通 信 費 ××
保 険 料 ×× 保 険 料 ××
支払利息 ×× 営業利益 ××

×× ×× ××当期純利益
×× ×× 支払利息 ×× 営業利益 ××

×× 受取利息 ××当期純利益

×× ××



- 42 -

（２）財務諸表作成
３ 勘定科目と表示科目

（１）損益計算書項目

勘 定 科 目 表 示 科 目

売 上 売 上 高

期首商品棚卸高

仕 入 当期商品仕入高 売上原価

期末商品棚卸高

為 替 差 損 益 為替差損または為替差益

（２）貸借対照表項目

勘 定 科 目 表 示 科 目

現 金
など 現金および預金

当 座 預 金

売買目的有価証券など 有 価 証 券

繰 越 商 品 商 品

その他有価証券
投資有価証券

満期保有目的債券

子 会 社 株 式
関連会社株式

関連会社株式

前払保険料など 前 払 費 用

未払給料 など 未 払 費 用

前受家賃 など 前 受 収 益

未収利息 など 未 収 収 益
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（３）財務諸表作成
４ 株主資本等変動計算書の考え方

期首資産＝期首負債＋期首純資産

期首純資産－剰余金配当等＋増資＋当期純利益＝期末純資産

期末資産＝期末負債＋期末純資産

期首Ｂ／Ｓ

期首商品棚卸高 1,130,000

現金預金 193,000 買掛金 668,000 純 仕 入 高 3,123,000

売掛金 754,000 期末商品棚卸高 1,320,000

商 品 1,130,000 純資産 1,409,000 売 上 原 価 2,933,000

当期Ｐ／Ｌ

期首純資産 1,409,000 純 売 上 高 4,125,000

－）剰余金配当 280,000 売 上 原 価 2,933,000

売上 総 利 益 1,192,000＋）増 資 130,000

＋）当期純利益 538,000 ＋）その他収益 199,000

－）その他費用 853,000期末純資産 1,797,000

当期 純 利 益 538,000

期末Ｂ／Ｓ

現金預金 289,000 買掛金 701,000

売掛金 889,000

商 品 1,320,000 純資産 1,797,000

資 資 利 任 繰 自 評 新 純
本 本 益 意 越 己 価 株 資株主資本等変動計算書
金 準 準 積 利 株 ・ 予 産

△年△月△日から 備 備 立 益 式 換 約 合
金 金 金 剰 算 権 計

○年○月○日まで 余 差
金 額

前期末純資産合計

＋）新株の発行

±）任意積立金

－）剰余金の配当

＋）利益準備金積立

＋）当期純利益

－）自己株式取得

±）評価換算差額等

当期末純資産合計
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（４）財務諸表作成

（参考）検定試験：問題構造パターンの研究（２級：第３問）

（３級：第３問、第５問）

●精算表作成問題の解答用紙

残高試算表 修正記入 損益計算書 貸借対照表

●財務諸表作成問題の資料Ⅰとメモ書きと解答用紙

残高試算表 ＜決算整理仕訳＞ 損益計算書

（ ）××（ ）××

（ ）××（ ）××

（ ）××（ ）×× 貸借対照表

（ ）××（ ）××

●試算表作成問題の資料Ⅰとメモ書きと解答用紙

試 算 表 ＜仕訳＞ 試 算 表

（ ）××（ ）××

（ ）××（ ）××

（ ）××（ ）××

（ ）××（ ）××
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（１）本支店会計１ 支店の開設 ・本店の元帳に支店勘定

・支店の元帳に本店勘定
＜設例＞

支店を開設し、現金 、商品 、備品 を支店の帳簿に移した。¥20,000 ¥50,000 ¥30,000

＜本店＞ ＜支店＞

（支 店）100,000（現 金） 20,000 （現 金） 20,000（本 店）100,000

（仕 入） 50,000 （仕 入） 50,000

（備 品） 30,000 （備 品） 30,000

本店～支店の取引 支店Ａ～支店Ｂの取引

本店集中会計制度 すべて本店で処理 すべて本店で処理

支店独立会計制度 本店、支店の 本店集中計算制度 支店Ａ～本店～支店Ｂ
それぞれが で処理
独自の帳簿で処理

支店分散計算制度 支店Ａ～支店Ｂ で処理

２ 本支店間の取引

＜設例＞

①本店は支店に現金 を送金した。¥20,000
②支店は本店の売掛金 を現金で回収した。¥10,000
③支店は本店の買掛金 を小切手を振り出して支払った。¥15,000

＜本店＞ ＜支店＞

①（支 店） 20,000（現 金） 20,000 （現 金） 20,000（本 店） 20,000

②（支 店） 10,000（売 掛 金） 10,000 （現 金） 10,000（本 店） 10,000

③（買 掛 金） 15,000（支 店） 15,000 （本 店） 15,000（当座預金） 15,000

＜設例＞

④本店は支店へ商品 を原価で送付した。¥50,000
⑤本店は支店へ原価 の商品を ％の利益を加算して送付した。¥200,000 10

④（支 店） 50,000（仕 入） 50,000 （仕 入） 50,000（本 店） 50,000

⑤（支 店）220,000（ ）220,000 （ ）220,000（本 店）220,000支店へ売上 本店より仕入

３ 支店間取引

（１）支店分散計算制度

取引の当事者である両支店のみが処理し、本店は処理しない。

（２）本店集中計算制度

支店相互間の取引を、各支店が本店経由で取引したものとみなして処理する。

＜設例＞

①Ｓ支店はＫ支店に現金 を送金した。¥1,000

（１）支店分散計算制度

＜Ｓ支店＞ ＜Ｋ支店＞

①（Ｋ 支 店）1,000（現 金）1,000 （現 金）1,000（Ｓ 支 店）1,000

（２）本店集中計算制度

＜Ｓ支店＞ ＜本店＞ ＜Ｋ支店＞

①(本店) 1,000(現金)1,000 (Ｋ支店)1,000(Ｓ支店)1,000 (現金)1,000 (本店)1,000
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（２）本支店会計
４ 合併財務諸表の作成

★合併財務諸表の作成 ＝ 本支店の勘定科目の合算

＜合算前に行うこと＞

（１）未達事項の処理 未処理事項等の処理

（２）内部取引の相殺消去 (本店)⇔(支店)、( )⇔( )支店へ売上 本店より仕入

（３）内部利益の控除 本店より仕入れた支店の商品棚卸高に含まれる

（１）未達事項の処理 未処理事項等の処理

＜設例＞

、 。①本店は支店に現金 を送金したが 支店へ未達であったでは未処理であった¥20,000
、 。②支店は本店の売掛金 を現金で回収したが その通知は本店へ未達であった¥10,000

で未処理であった。

③支店は本店の買掛金 を小切手を振り出して支払ったが、その通知は本店へ¥15,000
未達であったでは未処理であった。

④本店は支店へ原価 の商品を ％の利益を加算して送付したが、支店へ未¥200,000 10
達であった。

＜本店＞ ＜支店＞

① 仕訳なし （現 金） 20,000（本 店） 20,000

②（支 店） 10,000（売 掛 金） 10,000 仕訳なし

③（買 掛 金） 15,000（支 店） 15,000 仕訳なし

④ 仕訳なし （ ）220,000（本 店）220,000本店より仕入

（２）内部取引の相殺消去

＜本店＞ ＜支店＞

支 店 本 店

一致
残高 残高

相殺消去

支店へ売上 本店より仕入

一致
残高 残高

相殺消去

※実際には、一致を確認したら、合算する勘定科目から除いておく。

（参考）内部利益の控除
外部から（仕入）

支店の商品棚卸高
（本店より仕入）←内部利益を含む

内部利益率
内部利益＝内部利益を含んだ商品棚卸高 ×

１＋内部利益率

※期首、期末それぞれの商品棚卸高を修正すること
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（１）連結会計
１ 単体決算と連結決算

連結決算 貸借対照表 損益計算書

親会社 単体決算 連結内取引を相殺し 売上高
連結外との取引のみ 資産 負債 －売上原価

－経費

単体決算 単体決算 単体決算 子会社 利益純資産

株主資本等変動計算書

資本金 剰余金
２ 子会社の範囲 期首残高 期首残高

±当期変動 ±当期変動
まず持株基準 次に支配力基準 期末残高 期末残高

例）
100％保有 孫会社A

％保有 子会社 いずれも親会社Ａの60
子会社となる

親会社Ａ ％保有 孫会社B60

％保有40
？ …取引関係や役員派遣など実質的な支配関係で判断

３ 連結財務諸表の考え方（連結決算の手順）

完全子会社Ｂ／Ｓ 親会社Ｂ／Ｓ

200 300 500 400現 金 買 掛 金 現 金 借 入 金

100 250 200 500商 品 資 本 金 建 物 資 本 金

300 50 300 100備 品 利益剰余金 子会社株式 利益剰余金

↓

250 300連結修正仕訳 （資 本 金） （子会社株式）

50（利益剰余金）

↓

連結Ｂ／Ｓ

700 300現 金 買 掛 金

100 400商 品 借 入 金

300 500備 品 資 本 金

200 100建 物 利益剰余金
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（２）連結会計
４ ２級の連結修正仕訳（基本のパターン）

（１）投資と資本の相殺

（完全子会社）

①投資＝資本

5,000 10,000(子)資 本 金 (親)子会社株式

1,000(子)資本剰余金

4,000(子)利益剰余金

②投資＞資本

5,000 12,000(子)資 本 金 (親)子会社株式

1,000(子)資本剰余金

4,000(子)利益剰余金

2,000の れ ん

③投資＜資本

5,000 9,000(子)資 本 金 (親)子会社株式

1,000 2,000(子)資本剰余金 負ののれん発生益

4,000(子)利益剰余金

（部分所有子会社：非支配株主割合 ％）40
5,000 7,000(子)資 本 金 (親)子会社株式

1,000 4,000(子)資本剰余金 非支配株主持分

4,000(子)利益剰余金

1,000の れ ん

（２）のれんの償却（上記を 年で償却）20
50 50の れ ん 償 却 の れ ん

（ ） （ 、 ）３ 子会社純利益のうち非支配株主持分の振替 子会社純利益 親会社持分 ％2,000 60
←完全子会社の場合不要非支配株主に帰属する当期純利益 800 800非支配株主持分当期変動額

（４）子会社からの配当の消去

①完全子会社

(親)受取配当金 (子)配 当 金 （剰余金の配当？）1,000 1,000
②部分所有子会社

(親)受取配当金 (子)配 当 金 （剰余金の配当？）600 1,000
400非支配株主持分当期変動額
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（３）連結会計
（５）連結会社間の非償却資産（土地）の売買における未実現利益の消去

①親会社側からの売却（ダウンストリーム）

2,000 2,000(親) (親)土 地固定資産売却益

②子会社側からの売却（アップストリーム）

2,000 2,000(子) (子)土 地固定資産売却益

←完全子会社の場合不要非支配株主持分当期変動額 800 800非支配株主に帰属する当期純利益

※前期以前に売買している場合は、固定資産売却益ではなく、利益剰余金を用いる。

（６）連結会社間の棚卸資産の売買の相殺と未実現利益の消去（商品残高 ）1,000
①親会社側からの販売（ダウンストリーム）

(親)売 上 高 (子)売 上 原価 ←売買取引自体を消去10,000 10,000
(子)売 上 原価 (子)商 品 ←在庫内の利益を消去400 400

②子会社側からの販売（アップストリーム）

10,000 10,000(子)売 上 高 (親)売 上 原価

400 400(親)売 上 原価 (親)商 品

←完全子会社の場合不要非支配株主持分当期変動額 160 160非支配株主に帰属する当期純利益

（７）連結会社間の売掛金と買掛金の相殺（売掛金には貸倒引当金が設定されている）

①親会社側からの販売（ダウンストリーム）

10,000 10,000(子)買 掛 金 (親)売 掛 金

500 500(親)貸倒引当金 (親)貸倒引当金繰入

②子会社側からの販売（アップストリーム）

10,000 10,000(親)買 掛 金 (子)売 掛 金

500 500(子)貸倒引当金 (子)貸倒引当金繰入

←完全子会社の場合不要非支配株主持分当期変動額 160 160非支配株主に帰属する当期純利益

※受取手形と支払手形の場合も同様

（８）連結会社間の貸付金と借入金の相殺

10,000 10,000借 入 金 貸 付 金

1,200 1,200受 取 利 息 支 払 利 息

５ 支配獲得後の連結手続き

連結初年度 連結２年度

支配獲得日 連結決算日 連結決算日

・個別貸借対照表の合算 ・個別財務諸表の合算 ・個別財務諸表の合算

・開始仕訳 ・開始仕訳

・投資と資本の相殺消去 ・初年度の連結修正 ・第２年度の連結修正

・連結貸借対照表の作成 ・連結財務諸表の作成 ・連結財務諸表の作成
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（４）連結会計
６ 連結財務諸表のイメージ

連結損益計算書
△年△月△日から
○年○月○日まで

Ⅰ．売 上 高

(－) Ⅱ．売 上 原 価 売上原価は、

売 上 総 利 益 内訳を示さずまとめて表示

(－) Ⅲ．販売費及び一般管理費

←「のれん償却」は、販管費の項目の れ ん 償 却

営 業 利 益

(＋) Ⅳ．営 業 外 収 益

(－) Ⅴ．営 業 外 費 用

経 常 利 益

(＋) Ⅵ．特 別 利 益

←「負ののれん発生益」は、特別利益の項目負ののれん発生益

(－) Ⅶ．特 別 損 失

税金等調整前当期純利益

法人税､住民税及び事業税(－)

(±) 法人税等調整額

当 期 純 利 益

(－) 当期純利益から非支配株主に帰属する当期純利益

非支配株主分を差し引く親会社株主に帰属する当期純利益

連結貸借対照表
○年○月○日現在

資産の部 負債の部

Ⅰ．流 動 資 産 Ⅰ．流 動 負 債

Ⅱ．固 定 資 産 Ⅱ．固 定 負 債

１．有形固定資産 純資産の部

２．無形固定資産 Ⅰ．株 主 資 本

１．資 本 金の れ ん

３．投資その他の資産 ２．資 本 剰 余 金 内容を示さず

Ⅲ．(繰 延 資 産) ３．利 益 剰 余 金 まとめて表示

※２級の出題範囲外 Ⅱ．非支配株主持分

資産合計 負債・純資産合計
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（５）連結会計
（前期Ｂ／Ｓ）

Ⅰ．株主資本

１．資本金

２．資本剰余金

３．利益剰余金

Ⅱ．非支配株主持分

株主資本 非 純
支 資連結株主資本等変動計算書

資 資 利 配 産
△年△月△日から 本 本 益 株 合

金 剰 剰 主 計
○年○月○日まで 余 余 持

金 金 分

前期末純資産合計

＋）新株の発行

－）剰余金の配当

親会社株主に帰属する当期純利益＋）

－）自己株式取得

±）その他

当期末純資産合計

（当期Ｐ／Ｌ） （当期Ｂ／Ｓ）

Ⅰ．株主資本税金等調整前当期純利益

１．資本金法人税､住民税及び事業税

法人税等調整額 ２．資本剰余金

当 期 純 利 益 ３．利益剰余金

Ⅱ．非支配株主持分非支配株主に帰属する当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益

（株主資本変動計算書：略式メモ）

Ⅰ．期首株主資本 剰余金の配当

１．期首資本金 自己株式取得

２．期首資本剰余金

３．期首利益剰余金 Ⅰ．期末株主資本

Ⅱ．期首非支配株主持分 １．期末資本金

２．期末首資本剰余金

新株の発行 ３．期末利益剰余金

親会社持分当期純利益 Ⅱ．期末非支配株主持分
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（６）連結会計
７ 支配獲得日の連結

（１） ％出資の子会社設立100
①Ｓ社設立前のＰ社の貸借対照表

Ｐ社 貸借対照表 （単位 円）:

10,000 4,000現 金 借入金

6,000資本金

②資本金￥ でＳ社を設立3,000
＜Ｓ社側＞ ＜Ｐ社側＞

3,000 3,000 3,000 3,000(現 金) (資 本 金) (Ｓ社株式) (現 金)

Ｐ社 貸借対照表 （単位 円）:

7,000 4,000現 金 借入金

: 6,000Ｓ社 貸借対照表 （単位 円） 資本金

3,000 3,000 3,000現 金 資本金 Ｓ社株式

③連結貸借対照表の作成 Ｐ＋Ｓ社 合算Ｂ／Ｓ （単位 円）:

10,000 4,000現 金 借入金

9,000資本金

3,000Ｓ社株式

3,000 3,000連結修正仕訳 (資 本 金) (Ｓ社株式)

Ｐ社 連結貸借対照表（単位 円）:

10,000 4,000現 金 借入金

6,000資本金
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（７）連結会計
（２） ％出資による既存会社の子会社化100

①子会社化前の貸借対照表 Ｐ社 貸借対照表 （単位 円）:

10,000 4,000現 金 借入金

Ｓ社 貸借対照表 （単位 円）:
3,000 2,000 5,500現 金 借入金 資本金

2,000 3,000 500備 品 資本金 利益剰余金

②Ｐ社は、Ｓ社株式（投資割合 ％）を￥ で取得した。100 4,000
4,000 4,000(Ｓ社株式) (現 金)

Ｐ社 貸借対照表 （単位 円）:

6,000 4,000現 金 借入金
Ｓ社 貸借対照表 （単位 円）:

3,000 2,000現 金 借入金 5,500資本金

2,000 3,000 4,000 500備 品 資本金 Ｓ社株式 利益剰余金

③連結貸借対照表の作成 Ｐ＋Ｓ社 合算Ｂ／Ｓ （単位 円）:

9,000 6,000現 金 借入金

8,500資本金

2,000備 品

4,000Ｓ社株式

500利益剰余金

3,000 4,000連結修正仕訳 (資 本 金) (Ｓ社株式)

1,000(の れ ん)

Ｐ社 連結貸借対照表（単位 円）:

9,000 6,000現 金 借入金

2,000 5,500備 品 資本金

1,000 500のれん 利益剰余金
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（８）連結会計
（３） ％未満出資による既存会社の子会社化100

①子会社化前の貸借対照表 Ｐ社 貸借対照表 （単位 円）:

10,000 4,000現 金 借入金

Ｓ社 貸借対照表 （単位 円）:
3,000 2,000 5,500現 金 借入金 資本金

2,000 3,000 500備 品 資本金 利益剰余金

②Ｐ社は、Ｓ社株式（投資割合 ％）を￥ で取得した。75 2,500
2,500 2,500(Ｓ社株式) (現 金)

Ｐ社 貸借対照表 （単位 円）:

7,500 4,000現 金 借入金

Ｓ社 貸借対照表 （単位 円）:
3,000 2,000 5,500現 金 借入金 資本金

2,000 3,000 2,500 500備 品 資本金 Ｓ社株式 利益剰余金

③連結貸借対照表の作成 Ｐ＋Ｓ社 合算Ｂ／Ｓ （単位 円）:

10,500 6,000現 金 借入金

8,500資本金

2,000備 品

2,500 500Ｓ社株式 利益剰余金

2,500 3,000 0.75 250のれん＝Ｓ社株式－親会社持分＝ － × ＝

3,000 0.25 750非支配株主持分＝ × ＝

3,000 2,500連結修正仕訳 (資 本 金) (Ｓ社株式)

250 750(の れ ん) ( )非支配株主持分

Ｐ社 連結貸借対照表（単位 円）:

10,500 6,000現 金 借入金

5,500資本金

2,000 500備 品 利益剰余金

250 750のれん 非支配株主持分
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（９）連結会計（４）支配獲得日の連結のまとめ

投資と資本の相殺（ ％出資で既存会社を子会社化）60
（資 本 金） 5,000 （Ｓ 社 株 式） 7,000

（資 本 剰 余 金） 1,000 （非支配株主持分） 4,000

（利 益 剰 余 金） 4,000

（の れ ん） 1,000

８ 連結初年度の連結

（１）開始仕訳

①投資と資本の相殺

（ ） 5,000 （Ｓ 社 株 式） 7,000資本金当期首残高

（ ） 1,000 （ ） 4,000資本剰余金当期首残高 非支配株主持分当期首残高

（ ） 4,000利益剰余金当期首残高

（の れ ん） 1,000

（２）のれんの償却

（の れ ん 償 却） 50 （の れ ん） 50

（３）子会社の当期純利益のうち非支配株主持分の振替え

（ ） 800 （ ） 800非支配株主に帰属する当期純利益 非支配株主持分当期変動額

（４）子会社からの配当の消去

（受 取 配 当 金） 600 （剰余金の 配 当） 1,000

（ ） 400非支配株主持分当期変動額

（５）連結会社間の相互取引の相殺と未実現利益の消去 … 後 述

９ 連結第２年度以降の連結

（１）開始仕訳

①投資と資本の相殺

（ ） 5,000 （Ｓ 社 株 式） 7,000資本金当期首残高

（ ） 1,000 （ ） 4,000資本剰余金当期首残高 非支配株主持分当期首残高

（ ） 4,000利益剰余金当期首残高

（の れ ん） 1,000

②のれんの償却

（ ） 50 （の れ ん） 50利益剰余金当期首残高

③子会社の当期純利益のうち非支配株主持分の振替え

（ ） 800 （ ） 800利益剰余金当期首残高 非支配株主持分当期首残高

④子会社からの配当の消去

（ ） 600 （ ） 1,000利益剰余金当期首残高 利益剰余金当期首残高

（ ） 400非支配株主持分当期首残高

以上をまとめて、

＜開始仕訳＞

（ ） 5,000 （Ｓ 社 株 式） 7,000資本金当期首残高

（ ） 1,000 （ ） 4,400資本剰余金当期首残高 非支配株主持分当期首残高

（ ） 4,450利益剰余金当期首残高

（の れ ん） 950 ※相互取引相殺についても開始仕訳があります

（２）当年度における連結修正仕訳

初年度（２）～（５）と同じ
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（ ）連結会計 10
連結会社間の相互取引の相殺と未実現利益の消去10

＜未実現利益の連結ルール＞

・未実現利益の考え方…連結会計では、連結外との取引のみを認識するから、

連結内取引による利益は、実現していないものになる。

・未実現利益は、付けた方で全額消去する。

親会社が利益を付けた → 親会社の利益(＝資本)が減る（ダウンストリーム）

子会社が利益を付けた → 子会社の利益(＝資本)が減る（アップストリーム）

ただし、非支配株主分の利益(＝資本)については、

連結外取引なので、非支配株主分として計上し直す

（１）連結会社間の非償却資産（土地）の売買における未実現利益の消去

①親会社側からの売却（ダウンストリーム）

○親会社：土地の売却

（現 金） 10,000 （土 地） 8,000

（土 地 売 却 益） 2,000

○子会社：土地の購入

（土 地） 10,000 （現 金） 10,000

●連結修正仕訳

（土 地 売 却 益） 2,000 （土 地） 2,000

※売買年度の翌年度以降は開始仕訳として

（ ） 2,000 （土 地） 2,000利益剰余金当期首残高

②子会社側からの売却（アップストリーム）

○子会社：土地の売却

（現 金） 10,000 （土 地） 8,000

（土 地 売 却 益） 2,000

○親会社：土地の購入

（土 地） 10,000 （現 金） 10,000

●連結修正仕訳（親会社持分 ％、非支配株主持分 ％）60 40
（土 地 売 却 益） 2,000 （土 地） 2,000

（ ） 800 （ ） 800非支配株主持分当期変動額 非支配株主に帰属する当期純利益

※売買年度の翌年度以降は開始仕訳として

（ ） 2,000 （土 地） 2,000利益剰余金当期首残高

（ ） 800 （ ） 800非支配株主持分当期首残高 利益剰余金当期首残高
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（ ）連結会計 11（２）連結会社間の棚卸資産の売買の相殺と未実現利益の消去

①親会社側からの販売（ダウンストリーム）

＜子会社から外部へ全品販売済み＞ …翌年度以降の開始仕訳不要

・親会社：仕入

（仕 入） 6,000 （現 金） 6,000

○親会社：売上

（現 金） 10,000 （売 上） 10,000

○子会社：仕入

（仕 入） 10,000 （現 金） 10,000

●連結修正仕訳

（ ） 10,000 （ ） 10,000売 上 高 売 上 原 価

※(連結)貸借対照表上は「売上 「仕入」を用いない」＜子会社内に期末在庫あり＞

親会社：仕入

（仕 入） 6,000 （現 金） 6,000

○親会社：売上

（現 金） 10,000 （売 上） 10,000

○子会社：仕入

（仕 入） 10,000 （現 金） 10,000

1,000◇子会社：期末商品棚卸高

（繰 越 商 品） 1,000 （仕 入） 1,000

●連結修正仕訳

（売 上 高） 10,000 （売 上 原 価） 10,000 商品棚卸高に

（売 上 原 価） 400 （ ） 400 …含まれる利益商 品

※(連結)貸借対照表上は「繰越商品」を用いない

※売買年度の翌年度以降は開始仕訳として

（ ） 400 （商 品） 400利益剰余金当期首残高

②子会社側からの販売（アップストリーム）

＜親会社内に期末在庫あり＞

子会社：仕入

（仕 入） 6,000 （現 金） 6,000

○子会社：売上

（現 金） 10,000 （売 上） 10,000

○親会社：仕入

（仕 入） 10,000 （現 金） 10,000

1,000◇親会社：期末商品棚卸高

（繰 越 商 品） 1,000 （仕 入） 1,000

●連結修正仕訳（親会社持分 ％、非支配株主持分 ％）60 40
（売 上 高） 10,000 （売 上 原 価） 10,000

（売 上 原 価） 400 （商 品） 400

（ ） 160 （ ） 160非支配株主持分当期変動額 非支配株主に帰属する当期純利益

※売買年度の翌年度以降は開始仕訳として

（ ） 240 （商 品） 400利益剰余金当期首残高

（ ） 160非支配株主持分当期首残高
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（ ）連結会計 12

（３）連結会社間の売掛金と買掛金の相殺（売掛金には貸倒引当金が設定されている）

①親会社側からの販売（ダウンストリーム）

○親会社：売上

（売 掛 金） 10,000 （売 上） 10,000

○子会社：仕入

（仕 入） 10,000 （買 掛 金） 10,000

○親会社：貸倒引当金設定（５％）

（貸倒引当金繰入） 500 （貸 倒 引 当 金） 500

●連結修正仕訳

（売 上 高） 10,000 （売 上 原 価） 10,000 ←仕入売上の相殺

（買 掛 金） 10,000 （売 掛 金） 10,000

（貸 倒 引 当 金） 500 （貸倒引当金繰入） 500

※売買年度の翌年度以降は開始仕訳として

（貸 倒 引 当 金） 500 （ ） 500利益剰余金当期首残高

②子会社側からの販売（アップストリーム）

○子会社：売上

（売 掛 金） 10,000 （売 上） 10,000

○親会社：仕入

（仕 入） 10,000 （買 掛 金） 10,000

○子会社：貸倒引当金設定（５％）

（貸倒引当金繰入） 500 （貸 倒 引 当 金） 500

●連結修正仕訳（親会社持分 ％、非支配株主持分 ％）60 40
（売 上 高） 10,000 （売 上 原 価） 10,000 ←仕入売上の相殺

（買 掛 金） 10,000 （売 掛 金） 10,000

（貸 倒 引 当 金） 500 （貸倒引当金繰入） 500

（ ） 200 （ ） 200非支配株主持分当期変動額 非支配株主に帰属する当期純利益

※売買年度の翌年度以降は開始仕訳として

（貸 倒 引 当 金） 500 （ ） 700利益剰余金当期首残高

（ ） 200非支配株主持分当期首残高

＜開始仕訳の有無＞

・開始仕訳が必要なのは、純資産やその変動に関わる費用・収益の項目です。

・単なる相互取引の相殺消去は、開始仕訳の必要はありません。

借入金⇔貸付金 未払費用⇔未収収益 売上高⇔売上原価

買掛金⇔売掛金 前受収益⇔前払費用 受取利息⇔支払利息

支払手形⇔受取手形 受取配当金⇔配当金
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（ ）連結会計 13
（４）連結会社間の貸付金と借入金の相殺と未実現利息の消去

①子会社設立前
Ｐ社 貸借対照表 （単位 円）:

10,000 4,000現 金 借入金

6,000資本金

②子会社設立

3,000 3,000 3,000 3,000(現 金) (資 本 金) (Ｓ社株式) (現 金)

Ｐ社 貸借対照表 （単位 円）:

7,000 4,000現 金 借入金

: 6,000Ｓ社 貸借対照表 （単位 円） 資本金

3,000 3,000 3,000現 金 資本金 Ｓ社株式

③子：借入 ← 親：貸付

2,000 2,000 2,000 2,000(現 金) (借 入 金) (貸 付 金) (現 金)

利息の支払い。受取り

100 100 100 100(支払利息) (現 金) (現 金) (受取利息)

Ｐ社 試算表 （単位 円）:

5,100 4,000現 金 借入金

Ｓ社 試算表 （単位 円）:
4,900 2,000 2,000 6,000現 金 借入金 貸付金 資本金

3,000 3,000資本金 Ｓ社株式
100 100支払利息 受取利息

④連結処理

3,000 3,000連結修正仕訳 (資 本 金) (Ｓ社株式)

2,000 2,000(借 入 金) (貸 付 金)

100 100(受取利息) (支払利息)

Ｐ社 貸借対照表 （単位 円）:

10,000 4,000現 金 借入金

6,000資本金

※親：借入 ← 子：貸付 の場合も同様に処理
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（ ）連結会計 14連結精算表11 連 結 精 算 表

個別財務諸表 修 正 記 入 連結 ※
項 目

親会社 子会社 合 計 借 方 貸 方 財務諸表 括弧書

数値は（貸借対照表） (連結貸借対照表)

諸 資 産 貸方16,000 9,000 25,000 25,000
売 掛 金 項目30,000 5,000 35,000 10,000 25,000

20,000 1,000 21,000 400 20,600商 品

2,000 2,000 2,000貸 付 金

22,000 10,000 32,000 2,000 30,000土 地

7,000 7,000 7,000子 会 社 株 式 －

1,000 50 950の れ ん － － －

97,000 25,000 122,000 1,000 21,450 101,550資 産 合 計

諸 負 債 ( ) ( )( ) ( )15,000 1,750 16,750 16,750
買 掛 金 ( ) ( )( ) ( )25,000 10,000 35,000 10,000 25,000
借 入 金 ( ) ( )( ) ( )4,000 2,000 6,000 2,000 4,000
貸 倒 引 当 金 ( ) ( )( ) ( )1,500 250 1,750 500 1,250
資 本 金 ( ) ( )( ) ( )30,000 6,000 36,000 6,000 30,000
利 益 剰 余 金 ( ) ( )( ) ( )21,500 5,000 26,500 17,950 11,600 20,150
非支配株主持分 － － － ( )400 4,800 4,400

( )負債･純資産合計 ( ) ( ) ( )97,000 25,000 122,000 36,850 16,400 101,550
)（損益計算書） (連結損益計算書

売 上 高 ( )( ) ( ) ( )90,000 18,000 108,000 10,000 98,000
100 100受 取 利 息 ( )( )100
600 600受 取 配 当 金 ( )( )600

2,000 2,000土 地 売 却 益 ( )( )2,000
66,000 10,000 76,000 400 10,000 66,400売 上 原 価

19,500 5,650 25,150 25,150営 業 費

3,000 250 3,250 500 2,750貸倒引当金繰入

50 50の れ ん 償 却 － － －

200 100 300 100 200支 払 利 息

当 期 純 利 益 ( ) ( )( ) ( )4,000 2,000 6,000 13,150 10,600 3,450
800 800非支配株主に帰属する当期純利益 － － －

( ) ( )親会社株主に帰属する当期純利益 ( ) ( )4,000 2,000 6,000 13,950 10,600 2,650
)（ ）株主資本等変動計算書 (連結株主資本等変動計算書

( ) ( )資本金当期首残高 ( ) ( )30,000 6,000 36,000 6,000 30,000
( ) ( )資本金当期末残高 ( ) ( )30,000 6,000 36,000 6,000 30,000
( ) ( )利益剰余金当期首残高 ( ) ( )18,000 4,000 22,000 4,000 18,000

500 1,000 1,500 1,000 500剰余金の 配 当

( ) ( )親会社株主に帰属する当期純利益 ( ) ( )4,000 2,000 6,000 13,950 10,600 2,650
( ) ( )利益剰余金当期末残高 ( ) ( )21,500 5,000 26,500 17,950 11,600 20,150

( )非支配株主持分当期首残高 4,000 4,000
( )非支配株主持分当期変動額 400 800 400
( )非支配株主持分当期末残高 400 4,800 4,400
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（ ）連結会計 15
＜連結修正仕訳＞

（１）開始仕訳

①投資と資本の相殺

（ ） 6,000 （子 会 社 株 式） 7,000資本金当期首残高

（ ） 4,000 （ ） 4,000利益剰余金当期首残高 非支配株主持分当期首残高

（の れ ん） 1,000

（２）のれんの償却

（の れ ん 償 却） 50 （の れ ん） 50

（３）子会社の当期純利益のうち非支配株主持分の振替え

（ ） 800 （ ） 800非支配株主に帰属する当期純利益 非支配株主持分当期変動額

（４）子会社からの配当の消去

（受 取 配 当 金） 600 （剰余金の 配 当） 1,000

（ ） 400非支配株主持分当期変動額

（５）土地の売買における未実現利益の消去

（土 地 売 却 益） 2,000 （土 地） 2,000

（６）商品売買の相殺と未実現利益の消去

（売 上 高） 10,000 （売 上 原 価） 10,000

（売 上 原 価） 400 （商 品） 400

（７）売掛金と買掛金の相殺（貸倒引当金５％）

（買 掛 金） 10,000 （売 掛 金） 10,000

（貸 倒 引 当 金） 500 （貸倒引当金繰入） 500

（８）貸付金と借入金の相殺と未実現利息の消去

（借 入 金） 2,000 （貸 付 金） 2,000

（受 取 利 息） 100 （支 払 利 息） 100

＜連結精算表の作成手順＞ ※貸借対照表は最後に

１ 連結修正仕訳を修正記入欄に転記する。

２ 損益計算書を計算し 「親会社株主に帰属する当期純利益」を、

株主資本等変動計算書の「親会社株主に帰属する当期純利益」に転記する。

３ 株主資本等変動計算書を計算し、各項目の「当期末残高」を

貸借対照表の純資産項目に転記する。

４ 貸借対照表を計算し、精算表を完成させる。
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（ ）連結会計 16（練習用紙） 連 結 精 算 表

個別財務諸表 修 正 記 入 連結
項 目

親会社 子会社 合 計 借 方 貸 方 財務諸表

)（貸借対照表） (連結貸借対照表

16,000 9,000諸 資 産

30,000 5,000売 掛 金

20,000 1,000商 品

2,000貸 付 金

22,000 10,000土 地

子 会 社 株 式 －7,000
の れ ん － － －

97,000 25,000資 産 合 計

( ) ( )諸 負 債 15,000 1,750
( ) ( )買 掛 金 25,000 10,000
( ) ( )借 入 金 4,000 2,000
( ) ( )貸 倒 引 当 金 1,500 250
( ) ( )資 本 金 30,000 6,000
( ) ( )利 益 剰 余 金 21,500 5,000

非支配株主持分 － － －

( ) ( )負債･純資産合計 97,000 25,000
)（損益計算書） (連結損益計算書

( ) ( )売 上 高 90,000 18,000
( )受 取 利 息 100
( )受 取 配 当 金 600
( )土 地 売 却 益 2,000
66,000 10,000売 上 原 価

19,500 5,650営 業 費

3,000 250貸倒引当金繰入

の れ ん 償 却 － － －

200 100支 払 利 息

( ) ( )当 期 純 利 益 4,000 2,000
－ － －非支配株主に帰属する当期純利益

( ) ( )親会社株主に帰属する当期純利益 4,000 2,000
)（ ）株主資本等変動計算書 (連結株主資本等変動計算書

( ) ( )資本金当期首残高 30,000 6,000
( ) ( )資本金当期末残高 30,000 6,000
( ) ( )利益剰余金当期首残高 18,000 4,000

500 1,000剰余金の 配 当

( ) ( )親会社株主に帰属する当期純利益 4,000 2,000
( ) ( )利益剰余金当期末残高 21,500 5,000

非支配株主持分当期首残高

非支配株主持分当期変動額

非支配株主持分当期末残高


